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午前９時58分開議 

 

○委員長（前田健一郎君） おはようございます。 

 ただいまから総務委員会を開きます。 

 本日審査を行います案件は、議案３件でございます。 

 また、案件審査終了後、千葉開府900年に向けた取組及び千葉市まち・ひと・しごと創生人

口ビジョン・総合戦略についての所管事務調査を行います。進め方の順序に従って進めてまい

ります。 

 傍聴の皆様に申し上げます。委員会の傍聴に当たっては、委員会傍聴証に記載の注意事項を

遵守いただきますようお願いいたします。 

 

議案第89号審査 

○委員長（前田健一郎君） それでは、案件審査を行います。 

 初めに、議案第89号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第４号）中所管を議題といたし

ます。 

 当局の説明をお願いいたします。財政部長。 

○財政部長 財政部でございます。よろしくお願いいたします。恐縮でございますが、座って

説明させていただきます。 

 お手元の財政局説明資料の２ページをお願いいたします。 

 議案第89号・一般会計補正予算（第４号）のうち、所管について御説明いたします。なお、

資料中のページ番号は、補正予算の該当ページとなっております。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ12億2,105万3,000円

を追加し、総額を4,956億805万3,000円とするものでございます。 

 次に、第４条、債務負担行為の補正は、新庁舎整備の追加になりますが、後ほど資産経営部

より御説明いたします。 

 次に、第５条、地方債の補正ですが、第５表、地方債補正の変更のとおり、総務管理事業費

及び小学校建設事業費を合わせて9,000万円増額し、合計を451億4,700万円とするものでござ

います。 

 次に、歳入歳出補正予算の事項別明細書になります。 

 まず、款19・国庫支出金、項２・国庫補助金、目３・衛生費国庫補助金は、妊娠出産子育て

支援交付金収入を２億円追加し、出産・子育て応援プラン給付金の支給に活用するものです。 

 次に、款20・県支出金、項２・県補助金、目３・衛生費県補助金は、１の妊娠出産子育て支

援交付金収入を5,000万円追加し、出産・子育て応援プラン給付金の支給に活用するもので、

その下、２のがん患者支援事業費収入は、929万5,000円を追加し、同事業に充てるものでござ

います。 

 次に、款23・繰入金は、市庁舎整備基金繰入金を912万6,000円追加し庁舎整備に活用するも

ので、款24・繰越金は前年度繰越金で、令和４年度実質収支のうち８億6,263万2,000円を活用

するものです。 

 最後に、款26・市債は、目１・総務債に8,300万円追加し、庁舎整備に活用するとともに、
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目８・教育債に700万円を追加し、新設校の建設に活用いたします。 

 財政部からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 資産経営部でございます。座って説明させていただきます。 

 一般会計補正予算の所管について御説明いたします。 

 資料の３ページをお願いいたします。 

 千葉市新庁舎整備工事に係る歳入歳出予算及び債務負担行為の追加についてでございます。 

 初めに、１、補正理由ですが、資材、労務単価等の変動に伴い、契約約款におけるインフレ

スライド条項の適用により契約金額の増額が必要となったため、発注者が負担すべき金額に係

る歳入歳出予算及び債務負担行為の追加をするものでございます。 

 なお、対象は、解体工事、モノレール連絡通路再整備工事、外構工事等でございます。 

 次に、２、補正予算の内容ですが、（１）歳入歳出予算補正は、補正前15億1,923万円から

補正後16億1,135万6,000円で、補正額は9,212万6,000円でございます。 

 なお、財源内訳は、記載のとおりでございます。 

 （２）債務負担行為補正は、令和６年度において限度額を15億1,749万8,000円とするもので、

備考に記載のとおり、再設定分の14億3,073万8,000円に8,676万円を追加設定するものでござ

います。 

 これらの追加により、（３）新庁舎整備工事の総額は、補正前の267億7,931万6,000円から

補正後の269億5,820万2,000円へ、１億7,888万6,000円の追加となります。 

 ３、全体工事費と財源内訳は、各年度ごとの内訳で、記載のとおりでございます。 

 最後に、４、今後の予定ですが、今議会において議決をいただければ、11月に金額変更の仮

契約を締結し、第４回定例会において、契約金額を変更する議案を提出させていただきたいと

考えております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長（前田健一郎君） 御質疑等がありましたら、お願いいたします。三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 御指名、ありがとうございました。 

 それでは、順次伺ってまいりますので、よろしくお願いします。 

 初めに、新庁舎の整備基金ですが、今回この金額ですけれども、基金の今後の残高とか、今

後の推移について伺います。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 市庁舎整備基金の令和３年度末の残高は24億7,900万円で、令和４年度事業

に工事以外も含めまして18億8,700万円活用いたしましたので、令和４年度末時点での残高が

５億9,200万円となっております。 

 この残高につきましては、令和５年度、６年度の事業において全額活用するということを予

定しておりまして、その内訳は、令和５年度に３億2,500万円、６年度に２億6,700万円を予定

しております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。 
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 基金もせっかくこのようにありますので、今の御答弁のように順次、計画どおりやっていた

だければと思います。 

 次に、前年度からの繰越金の８億6,263万2,000円というのがございます。こちらのほう、議

案研究で聞いたところによりますと、あと27億円あるというふうに伺っておりますが、また、

６月まで使えるとのことでございますが、効果的に使っていただきたいと思いますが、６月ま

でというよりも、もっと早めに使っていただくというような御検討とかお考えはあったのか、

なかったのか、その辺も伺いたいと思います。 

○委員長（前田健一郎君） 財政部長。 

○財政部長 今回の令和５年度中の財政需要は、これまで３回補正予算を組んでございます。

これまでの３回につきましては、いずれも国庫支出金等の特定財源があったということで、繰

越金のほうの活用は今回していなかったという状況でございます。 

 これは年度ごとによって異なりまして、状況に応じては６月に活用するケースもございます

し、そういったものを適時その年度途中の財政需要に適切に応えるよう繰越金の活用について

も考えていきたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。了解しました。 

 次は、新庁舎整備の工事で、今回これだけ使っていただくわけですけれども、こちらの説明

を見ますと、解体工事とか、モノレールの連絡通路再整備工事、あるいは外構工事等となって

いるんですが、まず一つは、等というのはどういったものが含まれているのか、それぞれの工

事名称が今出ておりますが、それぞれは、金額的にはどうだったのか、そして、もう一つは、

人件費などはどうだったのかもお伺いしたいと思います。 

○委員長（前田健一郎君） 新庁舎整備課長。 

○新庁舎整備課長 新庁舎整備課でございます。 

 内容のうちの等につきましては、附属施設の整備を予定しておりまして、具体的には、公用

車の車庫、それから倉庫等を予定しているものでございます。 

 それから、工事費の内訳なんですけれども、申し訳ございません、内容ごとというか、建築、

電気、設備といった分類で整理をしておりますので、ちょっと個別の数字につきましては、現

在、手持ち、持ち合わせておりません。 

 それから、人件費なんですけれども、それぞれいわゆる労務費という形でこの全体工事費の

中に含んでいるものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 

 それでは、後ほどで結構ですので、もし資料等が出していただけるならば、頂きたいなと思

います。よろしくお願いいたします。 

 そうしたら、この令和６年度分の工事内容についても、今、分かればそれぞれの工事内容と

か金額とか聞きたいんですけれども、また先ほどのようなことであれば、後で資料を頂ければ

と思います。それでよろしいかどうか。 
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○委員長（前田健一郎君） 新庁舎整備課長。 

○新庁舎整備課長 新庁舎整備課でございます。 

 申し訳ございません。令和６年度の予定と工事費の内訳につきましても、後ほど資料で提出

をさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 

 そうしますと、次に、解体工事における、ごめんなさい、これも含まれているのかもしれま

せんが、先ほどの御答弁から想定すると含まれているかと思うんですが、アスベストについて

の処理も、これも解体工事の中に含まれていると思ってよろしいのか伺います。 

○委員長（前田健一郎君） 新庁舎整備課長。 

○新庁舎整備課長 新庁舎整備課でございます。 

 御指摘のとおり、解体工事費の中にアスベスト処理費も含んでいるものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） そうしましたら、もうそれが解体工事費の中でアスベスト処理費も含

め、それも明確に分かれば後で頂きたいと思います。 

 それと、もう一つは、解体工事をして、あと、鉄骨ですね、鉄筋における、それを処理する、

業者のほうでそれを処分してお金になるという、以前そんなの、少し前にそんな話もありまし

たけれども、今回のこの新庁舎についてはどのようになっているのか伺います。 

○委員長（前田健一郎君） 新庁舎整備課長。 

○新庁舎整備課長 新庁舎整備課でございます。 

 解体の際に出ました鉄骨、鉄筋等の金属分につきましては、その分の処理費を内訳の中で減

額する形でこの工事費の設計が組まれているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 以上です。ありがとうございました。 

○委員長（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） では、よろしくお願いします。 

 まず、初めに、議案研究でもちょっと確認させていただきました、新庁舎整備に係る歳入歳

出予算及びその債務負担行為の追加についてなんですけれども、この新庁舎整備工事に係る工

事というのは、これまでも数回にわたりまして増額もされてきているんですけれども、発注に

際してのその積算価格から今回の補正までの工事費の推移について、ちょっとお聞かせいただ

けますか。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 一番最初に、本工事の発注に当たりまして、最初、平成30年度ですけれども、

予定価格が277億円でございました。それに対する入札の結果が249億円というふうになったも

のでございます。 

 その後、令和元年度にアスベスト汚染土壌処理費としまして13億円を追加して262億円にな
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りまして、次に、４年度には全体スライドへの対応等としまして５億円を追加して268億円と

いうふうになったものでございます。そして、今回の議案でございますインフレスライドへの

対応によりまして、全体工事費、今回、269億5,800万円という形になったという状況でござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございます。 

 次、昨年度の物価変動への対応の際には、契約に基づき対応されるべきというふうにお話も

させていただいたんですけれども、今回、対象となります工事の資材と労働単価等は、どの程

度上昇しているのか、確認させてください。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 前回の全体スライドの基準日でありました令和４年１月末から今回の基準日

となる令和５年３月15日までの間におきまして、主な工種としまして、解体工事が4.9％、外

構工事が5.9％、躯体仕上げ工事、これは、モノレールの連絡通路再整備など係るものですけ

れども、それが13.3％変動するなど、工種ごとに工事費を集計しますと、請負代金に対しまし

て変動率が6.7％という形になっているという状況でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございます。 

 今、御答弁から、この１年２か月の間で6.7％の物価変動が生じたということでありました。 

 本年３月以降も物価上昇というのは続いておりまして、この状況は、今後の工事費にも影響

するものと考えているんですけれども、スライドはいつまで対応する必要があるのか、分かる

範囲で結構です、教えてください。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 契約約款ですとか標準約款というのがあるんですけれども、それと本市の運

用マニュアルにおきまして、賃金の水準が変更され、かつ残工事の工期が２か月以上ある場合

につきましては、その都度スライド協議の請求が事業者側からできるという形になっておりま

すので、本工事の場合、令和７年１月末が工期末ですので、その２か月前の令和６年11月末ま

でに請求があった場合には対応する必要があるというようなものでございます。 

○委員長（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございます。 

 今後、予定されるその工事もまだまだスライドの対象があると、工事費が増額される可能性

もあるというのは理解はしているんですけれども、今後そのスライド以外で何か工事費が増と

なるようなことはあるのか、ないのか、その可能性とか、その辺、ちょっとお聞かせいただけ

ればと思います。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 スライド以外ということですけれども、今まだ解体工事等、行っております。

例えば、外構工事におきまして予期せぬ地中埋設物等が発見された場合ですとか、または、解

体のほうも、法改正でアスベストの処理につきまして規制が強化されておりますので、そのア

スベストについて想定よりも含有建材が増えたというような場合など、さらに処理費用が必要
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になる可能性があるものと認識しております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございました。 

 新庁舎は、もう既に竣工していまして、昨今の物価高騰の波は負うところではありますけれ

ども、かわした印象もあるんですけれども、今後のコスト管理にはしっかりと取り組んでいた

だきたいというように要望しておきます。 

 あと、最後なんですけれども、今後の工事予定のうち、新庁舎の玄関口を構成するモノレー

ルの連絡通路ですか、それと、昨年度も伺いましたけれども、さくら広場でしたよね、たしか、

その概要についてお聞かせいただけますか。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 モノレールの連絡通路につきましては、全長約60メートルということで、従

前のものよりも約10メートルほど短くなるという形でございます。 

 天井に設置する県産材の天然木ルーバーですとか緑面緑化によりまして、新庁舎の低層棟か

ら続きます木調のデザインで市役所前駅と接続するようという形で計画しております。 

 また、さくら広場につきましては、連絡通路の完成後の整備に向けまして樹種選定等を進め

ているところでございますけれども、ソメイヨシノ、ツツジ、サルスベリなど四季を通じて花

と緑を観賞できる植栽帯というふうにすることを計画しているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございました。 

 特に、さくら広場は、ちょうど旧議会棟の跡地辺りに整備されるとお聞きしているんですけ

れども、期待していますので、市の玄関口になりますんでね、よろしく整備をお願いしておき

ます。 

 議案第89号については、以上でございます。ありがとうございます。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 一問一答です。 

 議案第89号・一般会計補正予算についてでありますが、９月補正予算中一般会計12億2,100

万円は、９月補正額としては小規模ではないのかと思います。令和４年度９月補正予算と比べ

て少ない理由は何か、お尋ねします。 

○委員長（前田健一郎君） 財政部長。 

○財政部長 昨年の一般会計の追加提案分を含めました９月補正予算ですけれども、これにつ

きましては、ワクチン接種などの新型コロナウイルス感染症の対策、あるいは価格高騰緊急支

援給付金などの物価高騰対策のほか、介護職員、保育士等の処遇改善など158億9,600万円を計

上してございます。 

 ただ、この中に、今申し上げましたコロナとか、そういった特殊事情がございまして、そう

いった特殊事情を除きますと９億4,600万円の予算規模となります。 

 一方で、今回の補正予算でございますけれども、出産・子育て応援プラン給付金やがん患者

支援の充実など12億2,100万円を計上してございまして、対前年度比では、コロナ対策などの
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特殊事情を除きますと同規模程度というふうに認識してございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 今回補正予算の特徴、重点は何か、お尋ねします。 

○委員長（前田健一郎君） 財政部長。 

○財政部長 今回の補正予算では、６月補正予算以降に必要になったものにつきまして予算化

したものでございまして、出産・子育て応援プラン給付金や、がん患者支援に係るアピアラン

スケアの拡充、あるいは、若葉住宅地区の小学校新設工事への着手など所管局の要望に基づき

計上させていただいたものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 予算編成は、市民生活の実態を正確に捉えて必要な対策を行うことが

求められていると思います。本会議の質疑で物価高騰で厳しい生活を強いられている市民生活

支援を求めましたが、国や県の動向を注視しつつ、明らかになり次第迅速な対応を図っていく

と答えられました。千葉市独自には取り組まないということなのか、お尋ねします。 

○委員長（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 本市といたしましては、当初予算、それから４月、５月、６月の３度の補正予算

の編成によりまして、国、県の取組との整合を図りながら本市としての取組で、幅広い、例え

ば、子育て世帯への給付金の支給、県は、小中学生に支給しましたけれども、千葉市は、それ

に加えまして未就学児と高校生にも１万円の支給を行っております。そのほか、学校、保育施

設等の給食費の支援を実施しているところでございます。 

 また、運営コストが増加しております中小企業者への支援は、10万円の支援に加えまして、

バス、タクシー事業者、あるいは社会福祉施設等に対してさらに手厚い支援を実施するなど、

各種施策を展開いたしまして、現在も申請の受付と支援金の支給を実施しているところでござ

います。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 物価対策等で、国や県の動向を注視しつつとありますが、その動向、

見通しはどうですか。 

○委員長（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 国におきましては、先月、ガソリン等の価格高騰対策が示されまして、新たな価

格抑制策が９月７日から発動されております。報道等によりますと、10月中にもレギュラーガ

ソリンの販売価格を全国平均で175円程度にするということございまして、この対策を今、国

が取っているところでございます。これは、年内まで講じるというふうに承知しております。 

 また、電気ですとかガス料金の激変緩和措置についてでございますが、こちらも９月末とし

ておりました支援を継続するというようなことで、また、冬期の暖房に必要な灯油ですとか、

そういったものについても対象にするということで、今後、それに加えて新たな経済対策につ

いても策定を予定しているというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 
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○委員（野本信正君） ただいまの国の動向のことなんですけれども、調べてみましたら、地

方創生臨時交付金の第２回の申請締切りが10月２日と聞いております。それで、その枠を見ま

すと、市町村でいいますと第１回交付額が3,985億円で、全体の残額が差引き3,421億円、45％

近くと聞いております。もしこれが交付された場合には、千葉市はどのくらいの交付になると

思いますか。分かりませんか。 

○委員長（前田健一郎君） 財政課長。 

○財政課長 申し訳ございません。交付金の全国総額に対しての交付見込みについては把握し

てございません。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 分かりました。 

 ところで、厳しい市民生活に機敏に対応するために、千葉市独自の対策を速やかに実施する、

このことを提案しますが、いかがですか。 

○委員長（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 本市といたしましては、物価高騰の状況が長期化している中で、市民生活や事業

活動を支援するということで、国、県の取組との整合を図りながらできる限りの対策をこれま

で講じてきたものと考えておりまして、現在も申請の受付と支援金の支給を行っているところ

でございます。 

 今後につきましても、物価高騰の状況ですとか、国、県の動向を注視しつつ、明らかになり

次第迅速な対応を図ってまいりたいと考えております。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 冒頭に質問しましたが、９月補正は従来から見ても規模が小さいとい

うことを申し上げましたらば、去年の９月議会でいうと、コロナ対策という特殊事情があった

という説明でした。それはそれだと思いますが、物価高騰というのも今、非常に厳しい問題で、

特殊事情の一つに入るんだと思うんですね。そういうことをなぜ考えないのかということが気

になります。 

 やっぱり、一般財源の活用が少ないというふうに思うんですね。特に、市独自の財源を活用

しても対策は行うべきだと私は思います。補正財源について、繰越金、財政調整基金の総額、

また、今、国との交付金はよく分からないようでありますが、市税や交付税の決算見込みにつ

いてはどうか、令和４年の決算では、税収が当初見込みより増えて実質収支55億6,500万円に

なっています。令和５年度現時点で、市税は当初予算に比べてどのような伸びになっているの

かも含めてお答えいただきたいと思います。 

○委員長（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 今回の補正予算につきましては、一般財源でいたしまして繰越金を８億6,300万

円活用しておりまして、これは昨年度の活用額が10億5,400万円でしたが、それに次ぐ、近年、

平成28年以降では２番目の規模でございます。 

 また、繰越金の残高につきましては、今回の補正予算で活用したものを除きますと残りが19

億1,900万円でございまして、また、財政調整基金の残高につきましても、昨年度末時点の170

億3,700万円から今年度当初予算で60億1,200万円取崩しを予定しておりますので、それを差し

引きますと、残が110億2,500万円となっております。 
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 なお、地方交付税につきましては、予算額を確保できる見通しでございますけれども、市税

につきましては、これまで納付された法人市民税が、今年度は前年度を下回るというような不

透明な状況でございまして、現時点での主要な一般財源全体の見通しを示すことは難しい状況

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 税収見込みなどの増額があった場合には、補正財源に活用してもいい

んじゃないかということは当然だと思うんです。それで、決算で実質収支が多額に確保するこ

とをよい決算と評価する声もありますが、それは正しくないと思います。市税など歳入が予算

と比べて増収になったとき、それを必要な事業に活用して市民生活を向上させる、このことは

基本的に正しいと思うんですが、いかがですか。 

○委員長（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 本市といたしましては、超高齢社会の進展ですとか、物価高騰への対応など現下

の社会情勢に応じて的確な対応を図るとともに、将来世代に対しましても、責任を持った財政

構造の確立を目指す必要があるというふうに認識しております。 

 本年度の市税収入につきましては、先ほど申し上げましたが、法人市民税などで例年よりも

かなり厳しい状況に置かれているというところでありますが、この認識の下、市民生活の向上

に必要な事業を行いつつも現状の債務や将来負担、今後の財政需要を見極めつつ対応してまい

りたいというふうに考えております。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 私の知る限りでは、予算をつくったときに比べて税収などが伸びたと

き補正財源に活用したという事例は、あまり聞いたことがないんです。改めて地方財政法をひ

もときますと、３条の２項には、地方公共団体は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を

補足し、かつ経済の現実に即応して、その収入を算定し、これを予算に計上しなければならな

いというふうにありますので、やはり、あるものはしっかり使っていくということは正しいこ

となんで、やっていただきたいと思います。 

 それから、千葉市が独自にやろうとしたときに、補正財源の見通しについてなんですけれど

も、調べてみますと、繰越金はあと20億円近くありますよね。それから、財政調整基金は大分

伸びまして110億円ほどあります。それから、先ほど申し上げましたように、国の地方創生臨

時交付金は、私の調査によりますと、10月２日締切りで、市町村分が第１回交付の差引きが

45％ぐらいありますから、仮に45％の割合で千葉市に交付されれば、１回目が27億円でしたか

ら、20億近くあるんじゃないかなと思うんですね。 

 ですから、この20億と、それから、繰越金と財調を使えば、かなりの財源があると。そうい

う点で、やっぱり、市民の苦しい実態を捉えて、物価対策などをしっかり行うというのは、財

政として必要なことではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 令和４年度は、市税は確かに増えましたけれども、補正予算は、その分を財源と

した補正予算を行っておりませんが、その前の段階では、市税が増えたときにはそれを財源と

して事業に活用としているという例は当然ございます。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－11－ 

 

 それから、先ほどの繰越金の関係で、確かに繰越金が、先ほど申し上げたとおり、今現在で

19億1,900万円残っておりますけれども、ただ、年度内に、例えば、生活保護などの国庫の超

過負担交付金の償還金があったりですとか、そのほか、例えば、障害福祉サービスについても

例年増額の補正をやっているということなども考えますと、この部分で残が残るかというと、

ちょっと難しい状況なのかなというふうに思っております。 

 それから、財政調整基金につきましては、先ほどお話がありましたけれども、昔、平成20年

には７億円しかなかったです。それを、財政がかなり厳しいという中で少しずつ多くしていこ

うということで、何とか令和３年に190億円まで増やすことができました。 

 ただ、令和４年度につきましては、やはり、かなり厳しい財政状況の中で35億円を取り崩し

たということで、８年ぶりに年度末の残高が減ったと、令和４年度は減っているというような

状況になっています。 

 さらに、本年度につきましても、当初予算で60億円の財政調整基金の取崩しを見込んでいる

ということもありますので、さらに次年度以降の予算を考慮する中で一定程度、やはり残して

いく必要があるんではないかというふうに考えております。 

 それから、交付金につきましてはまだ明らかになっておりませんので、明らかになり次第、

交付があれば、それに応じた対策を考えていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 局長、財政調整基金の取崩しについては、やはり必要なところにはき

ちっとやるべきだと思うんですが、たしか新庁舎整備にも取り崩したと思うんですね。ですか

ら、そういう点では、やはりそれが適切だったかどうか、私は、もうちょっと慎重にすべきだ

というふうに思います。 

 それから、財政局は、厳しい市民生活の実態を本当に把握しているのかということが疑問に

残ります。物価高で苦しむ市民生活の声を局長や部長はお聞きになって、それを踏まえて予算

編成したのかどうか、お尋ねしておきます。 

○委員長（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 財政局としましては、これまでも消費者物価指数ですとか、企業物価指数の動向

を把握するということと併せて、所管課を通じて事業者や関係団体の声を聞いているところで

あります。 

 確かに、財政局という立場でいきますと、例えば、保健福祉センターですとか、区役所とか

と比べると、やはり市民の声を生で聞く機会という意味では決して多くはないかもしれません

が、ただ、私どもとしても、例えば、まさに社会援護課ですとか、生活自立・仕事相談センタ

ーですとか、あるいは給付金の相談窓口などでどういった声が出てるのかというのは聞くよう

に努めていますし、そういったことも考えた上で対策を講じていこうというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 財政局長に本当はお聞きしたかったんだけど、これはちょっと意地悪

な質問になるかなと思うんで、私のほうから言いますと、卵というのは物価の優等生と言われ
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てきたんですね。10個入りのパックで、ついこの間までは190円、200円前で買えていたんです。

今、幾らするか御存じかって聞こうと思ったけれども、悪いから私のほうから言います。大体、

今、270円から280円しますよね。だから、そういうもの、みんな100円ぐらいずつ値上がりし

ていると、そういう中での市民生活の実態というのは、我々のところにもたくさん声が寄せら

れております。 

 財政局と違って、我々市議会議員が市民の代表ですから、市民の声を聞くことが仕事です。

例えば、野菜、食材などの食費の値上がりはこたえますと、年金のみの生活ですので、もう限

界ですという声とか、食料品、光熱費の値上げが続き、年金も下がり続け、先行きは不安でい

っぱいですとか、こういう深刻な声がたくさん寄せられております。 

 だから、やはり、この補正予算を組むときに、先ほど部長が、コロナが特殊事情とおっしゃ

いましたけれども、この物価高というのもちょっと異常なんですよね。本当に厳しい生活を強

いられている。 

 だから、そこについて、やっぱり光を当てた補正予算を組んでもらいたいと私は思っており

ます。国の交付金などが出た場合には、速やかに具体化していくというようなお答えもありま

した。先ほど、冬を迎えて灯油の問題についても言及がありました。私の、先ほど申し上げま

したように、10月２日の締切りで国の臨時交付金がもし決定した場合、千葉市も恐らく20億円

を超える交付金の支給があるのかなというのが、これは私の判断です。 

 そうした場合には、12月補正を待たずに必要なものは速やかに行って、市民生活を救うため

に実施していただきたいなというふうに思います。臨時議会を開くということもありますが、

あまり得策ではないけれども、市長のほうの判断で行うこともあるんでしょう。そういうこと

含めて、ともかくこの市民生活を守るために必要な手だてをしっかり打っていただきたいと思

いますが、最後に一言そのことをお聞きしておきたいと思います。 

○委員長（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 卵にしても、私も買物に行きますので、高くなっているという実感は……（「失

礼しました」と呼ぶ者あり）私もあります。そういった中で、市民の皆様が大分御苦労されて

いるということも承知しております。やはり、財源という意味では交付金というのは非常に大

きいと考えておりますので、そういった動向を見ながら適切に対応していきたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） それでは、市民生活を救う物価対策について、積極的に対応していか

れるよう強く主張してこの質問を終わり、次に移ります。 

 新庁舎整備についてであります。新庁舎ができたことによって、市民生活向上に役立ってい

るのか、具体的な説明をお願いいたします。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 新庁舎ができまして、中央コミュニティセンターですとか、ポートサイドタ

ワー等にございました部署が本庁のほうに集約されました。それに伴って、その際に関連部署

が近接に配置されるようにしましたし、また、来庁者の多い部署につきましては、低層棟に配

置するなどいたしまして、利便性が向上いたしたと考えております。 
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 また、議場の特別傍聴席、各階の多機能トイレ、市民ヴォイドのベビー休憩室の設置など多

様な来庁者に対応しているものでございます。 

 また、イベントスペース、１階の市民ヴォイドなどを中心としまして、イベント開催では多

くの来庁者がお越しいただくなど、にぎわいの場、憩いの場としても機能しているものと考え

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 職員が働きやすくなっているのか、具体的に説明をお願いします。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 執務室につきまして、壁ですとか間仕切りのない空間といたしましたことで

すとか、業務内容に合わせて様々な執務場所を選択できるようにしたことなど、また、モニタ

ーやプロジェクターなど設備機器を充実したことなどによりまして、職員間のコミュニケーシ

ョンや部門を超えた連携の強化、業務効率の向上、ペーパーレスの促進などが図られたものと

考えております。 

 引き続き、新庁舎の各機能が職員の働きやすさに生かされるよう、意識醸成等に取り組んで

まいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 昨日、ある関係課に用事があって、私は行ったんですね。高層棟の上

のほうにね。そして、窓口でお尋ねしてなかなか分からなくて、呼んでくれて、やっと案内し

てもらって、しばらく待たされてやっと用事が足りたんですけれども、市議会議員が行っても

そうですから、市民が行ったときにはもっと戸惑って、待たされるのかなという感じがしまし

た。そういう点では改善が必要なのかなという気もしますんで、念のため申し上げておきます。 

 それから、今、旧庁舎の議会棟の解体などが進んでいるわけでありますが、私は、モノレー

ルのほうからこちらの新しい議会棟に入ってくるときに、毎日解体される議会棟を見るたびに、

53年間近くお世話になった議会棟が壊されていって、大変つらい思いをしております。 

 せんだって、財政局のある幹部が、やはりモノレールのほうから歩いてきて、非常ににこに

こ歩いてこられました。私と同じように胸が痛まないのかなと感じがしたんですけれども、い

かがでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 市政の半分以上を支えてきた議事堂棟でありますし、個人的にも公務を通じてこ

の間、議員の皆様、引退された議員の皆様も含めてやり取りさせていただいた私にとっても思

い出のある場所でありまして、そういった議事堂棟がなくなることにつきましては、当然、一

抹の寂しさを感じているところでございます。 

 感謝の意をもって解体を進めるとともに、新庁舎が今後の、まさに、これからの半世紀、あ

るいは、それ以上、市政を支えていく上で必要な運用管理にしっかりと取り組んでいきたいと

いうように考えております。 

 以上でございます。 

○委員（野本信正君） 今ちょうど議会棟がどんどん壊されていて、先日来たときには、ちょ
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うど一番上の我々が座ったところが壊されていたんですね。上を見ましたらば、明かりがつく

いろんなライトがあったんですけれども、そうだ、あれが20年ぐらい前、地震が来たときに、

福永前議員が質問しているさなかに揺れて大変なことになったなと、あのとき、真ん中にシャ

ンデリアがあって、これは危ないということですぐ外したんですけれども、そういうことを一

つ一つ思い出しながら、そういう歴史を刻んだものがこうやって壊されていくということにつ

いて、私が一番感じているのは、まだまだ十分使えたんじゃないかと、新庁舎整備を始めると

きに、共産党市議団が申し上げたのは、お金がなければみんな大事に使って、あと10年でも20

年でも使うんですよと、市役所のほうは、市民の税金で人の金だからたやすく建てたんじゃな

いのと、もっと大事に使って、そのお金は市民のために使いましょうよと発言したんですね。 

 でも、今が一番有利だとか何とか言って、結局、熊谷市長の主導の下に壊されていく羽目に

なったわけですが、今もって、やっぱり、もうちょっと考えてみて、十分使えたんじゃないの

か、無駄にしちゃったんじゃないのか、あと10年、15年使ってもよかったんじゃないかという

ことをしみじみ思っておりますけれども、財政局長にそれ聞いても、そうじゃないという答え

しかしないと思うんですけれども、いかがですか。 

○委員長（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 議事堂棟を含めた旧庁舎につきましては、やはり防災面ですとか、分散化ですと

か、狭隘化、老朽化、そういった課題によりまして、通常時、あるいは、非常時における必要

な機能が不足していたと。その課題の解消に当たって市役所の機能が最も高められ、かつ、長

い目で見て最も費用負担が少なくなる新庁舎整備、これを選択したものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 最後ですけれども、市民、国民は、もっともっと大事に使いますよね。

最近、家族が見ているんでたまに見るんですけれども、ポツンと一軒家という番組があります

けれども、山の中に100年、120年たってもちゃんと維持しているところがあって、すごいな、

物を大事にするということはこういうことだなと、市長や財政局長にたまにはこういう番組を

見てもらって認識を新たにしてもらいたいなというふうに思った次第でございます。これから

は、やっぱり無駄がないように、市民の財産は大事に使うようにということを申し上げて終わ

ります。 

○委員長（前田健一郎君） ほかに御質疑等ございますか。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 手短に、一問一答で行います。 

 マクロ的な話で、先ほど野本議員からあったような、増収した場合に市民に還元するような

使い方をすべきだというふうなお話ありましたけれども、私の所感的には、家計と同じで、あ

る程度、緊急時に使えるような貯金のようなもの、財政調整基金とか、ある程度蓄えたほうが

いいのかなというのは感じるところでありますので、バランス感覚を持って、使うべきところ

は使って、緊急に対応できるようにためるところはためるというようなバランス感覚を持って

やっていただければなと思います。 

 具体的な新庁舎整備の件なんですけれども、全体工事の令和３年度、令和６年度だけ一般財

源で計上しているんですけれども、ちょっと一貫性がないような気がするんですけれども、こ

れはなぜでしょうか。 
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○委員長（前田健一郎君） 新庁舎整備課長。 

○新庁舎整備課長 新庁舎整備課でございます。 

 まず、令和３年度なんですけれども、この新庁舎がゼブレディという認証、環境的な性能を

取得しておりまして、その令和３年度にそのゼブ化に資する設備に対する環境省の間接補助金

を活用させていただこうということで予算には計上させていただいたんですが、残念ながら他

の案件との競合で採択には至らなかったという経緯がございます。 

 そのために、当初見込んでおりました外部からの収入というものが入ってきませんでしたの

で、一部は市債の活用によって穴埋めをさせていただいたんですが、一部一般財源の充当が必

要になったという経緯がございます。 

 それから、令和６年度なんですけれども、それ以外の年度につきましては、まず、地方債を

可能な限り充当した後に市庁舎整備基金を充てるという順番で、結果的に一般財源が出ないよ

うな形となっておるんですが、令和４年度の什器整備によりまして、契約差金で基金にも不用

が出ております。その４年度に出た不用分を６年度の事業に充てて基金を使い切らせていただ

くような、今、計画を立ててございますので、その関係で、若干の端数が出ることによって一

般財源が生じているというものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 分かりました。 

 もう一点が、インフレスライド条項に関して、事業者負担が１％ということで聞いているん

ですけれども、先ほど物価上昇率が６％強あるということで、ここの数字に乖離がかなりある

かなというふうな印象なんですけれども、この点について、いかがお考えでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 事業者負担が１％ということにつきましては、国のほうのインフレスライド

条項に対する運用マニュアルの中で、残工事費の１％分は事業者のほうに負担していただいて、

それ以外のインフレ分を発注者側が負担するというように定められております。 

 この１％といいますのは、建設事業者が経営上最小限必要な利益まで損なわないようにとい

うことで、国のほうで適切な割合というものを調査して定められたものというふうに認識して

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ありがとうございます。 

 このインフレの１％は、恐らくなんですけれども、物価高をここまで上昇率が高くなるのを

想定する前につくったのかなという、何かそういうふうに感じる部分があって、今、結構６％

とか、多分当時が、政府は２％の物価高を想定しているみたいな、多分５年前とか、そういう

感じだったと思うんですけれども、今かなり６％とか上がっている状況で、市の負担がかなり

大きいのかなというふうに感じるんですけれども、そこの部分について国に対して要望するな

り、そういった是正を要望するようなお考えってあるんでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 インフレスライドにつきましては、長い工事の期間にインフレが起きて、一
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番最初に契約した金額で今後の工事も続けていただくということについて、金額的に不適切で

あるというところから、その分を発注者がまた改めて金額を定めて負担していくという制度で

ございまして、それによって事業者側が適切な工事費を確保するという制度でございます。 

 公共団体の入札制度に関しまして、低入札であった場合においては、下請へのしわ寄せです

とか、労働環境の悪化ですとか、そういったものが起こるという可能性があるので、一定金額

以上でないと適切でないという考え方と同様に、こうしたインフレスライドの考え方もあると

いうものというふうに理解しておりますので、インフレ率が高くなったから、その分、事業者

側も高く負担してくださいというようなことにつきましては、どこまでそれが可能なのかとい

うことについて、国のほうで十分検討した上でこういった割合を定めているというふうに認識

しているものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ありがとうございます。 

 最後に、今この件についてしようがないというか、このままでいいと思うんですけれども、

新庁舎整備のような長期的な工事が今後出てきた場合に、さらに物価高も予測されるので、そ

ういったところも念頭に置いて、財政局全体でその辺の、物価高を踏まえた契約等々を考えて

いただければなというふうに思います。 

 以上で終わります。 

○委員長（前田健一郎君） ほかに御質問等ございますか。中村委員。 

○委員（中村公江君） 一問一答でお願いいたします。 

 先ほど質問された中身を深めさせてもらいたいのと、こちらとしては、新庁舎整備のところ

で、今後のスケジュールはどうなっているのか、お示しいただけますでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 新庁舎整備の今後のスケジュールということですけれども、現在、モノレー

ルの連絡通路、議事堂棟及び旧本庁舎の解体工事のほか、モノレール連絡通路の再整備工事、

公用車車庫や倉庫などの附属施設整備工事、駐車場や駐輪場、植栽などの外構工事を今後予定

しております。 

 現時点での工程としましては、旧本庁舎の解体工事及びモノレールの連絡通路の再整備を令

和６年６月末までに終了させまして、その後、順次、附属施設整備工事や外構工事等を実施し

まして、令和７年１月末に全体竣工という形を予定しております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 今回のアスベストが含まれているという話でしたけれども、レベルは

どのぐらいなのか、それと、それを実際その工事をするというときに、いつ頃そういう対応を

するという状況なのか、その解体の流れの中で今年度中なのかどうか、そのあたりの見通しと

かちょっとお聞かせいただけますか。 

○委員長（前田健一郎君） 新庁舎整備課長。 

○新庁舎整備課長 新庁舎整備課でございます。 

 アスベストにつきましては、いわゆるレベル１と言われます飛散性の高い鉄骨耐火被覆から
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レベル３と言われます飛散性の低いＰタイル天井ボードなど、一連のものがございます。アス

ベストの処理につきましては、今現在、議事堂棟につきましては躯体解体を始めておりますが、

その躯体の解体に入る前に内装工事と併せて必要な場合に、レベル１をやるような場合には隔

離養生といいまして、外に飛散しないような場を作りまして、その上でアスベストを撤去して

いくと、そのような手順で進めておりますので、今後、旧庁舎についても同様の手順でアスベ

ストの処理をしてから躯体解体ということで進めてまいりたいと考えております。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 町の委託されたこの解体で、養生はしないとか、水もまかないとか、

マスクもしないとか、いろんなことが起こっていたりしたので、ちょっとそういう手だて、も

ちろん、市のほうでやっているのできちんと中でされると思いますけれども、ちゃんとそのチ

ェックというか、していただいて、結構、解体工事をやっている脇に駐車場があって、全然養

生もしないで割と砂ぼこりというか、そういうのも結構あったかなというふうには思っていた

ので、少しそこら辺の影響がないような手だては配慮もしていただけるといいかなというふう

なことは、ちょっと指摘はさせていただきたいと思います。 

 それと、今回、庁舎の建設の事業費全体が大分見えてきたと思うんですけれども、その中で

の財源として、市の持ち出しなのか、その補助がどのぐらいあるのかという、その内訳、もし

分かれば、ざっくりでもいいんですけれども、ちょっとお聞かせいただけますか。 

○委員長（前田健一郎君） 新庁舎整備課長。 

○新庁舎整備課長 新庁舎整備課でございます。 

 新庁舎整備工事の財源といたしましては、議案説明資料にも書かせていただいておりますと

おり、基本的には地方債と、それから、その充当残に充てます市庁舎整備基金、この２つと考

えております。このほか、一部什器、家具等の整備に当たりましては、森林環境譲与税なども

活用させていただいた事例がございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 割合でいうと、例えば市の持ち出しというのは、補助との兼ね合いで

はどのぐらい持ち出しをしたという状況になるのかというのを、その全体の工事費というか、

全体のね、事業費の中ではどのぐらいの感じかということだけお聞かせいただけますか。 

○委員長（前田健一郎君） 新庁舎整備課長。 

○新庁舎整備課長 新庁舎整備課でございます。 

 工事費以外も含めました全体の事業費といいますのが293億円と今、集計してございます。

そのうち一般財源が８億3,500万円かかる予定と見ておりますので、一般財源が市の持ち出し

という表現でよろしいかどうかというのはございますが、その割合としては約2.8％という形

になるかなと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） この解体後の公的な土地を、前に説明を受けたときには、ビルを建て

て、そこに割と民間の事業者向けに建設するんじゃないかというような話もあったかと思うん

ですが、この公的な施設として検討すべきじゃないのかということをお聞かせください。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－18－ 

 

○委員長（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 解体後の将来活用検討用地につきましては、にぎわいの創出などまちづくりに寄

与できる手法を、民間事業者の活用、これも含めて、もちろん公共として使わないということ

ではないですけれども、民間の事業者の活用、こういったものも含めまして、今後、幅広に検

討してまいります。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 公共の場所の一帯になっているところに、いきなり民間のビルがただ

建つというよりは、やっぱり、せっかくですから、この公的なところできちんと手だてができ

るようなものを検討されたほうがいいのかなということは申し上げたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（前田健一郎君） ほかに御発言がなければ、採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第89号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第４号）中所管を原

案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（前田健一郎君） 賛成全員、よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。 

 説明委員の入替えを行います。お疲れさまでした。 

［説明員入替え］ 

 

議案第104号審査 

○委員長（前田健一郎君） 次に、議案第104号・和解についてを議題といたします。 

 当局の説明をお願いいたします。資産経営部長。 

○資産経営部長 資産経営部でございます。座って説明させていただきます。 

 財政局議案説明資料の４ページをお願いいたします。 

 議案第104号・和解についてでございます。 

 １、趣旨ですが、千葉中央コミュニティセンターの事業所に係る賃貸借契約について、中途

解約することに合意し、和解するものでございます。 

 ２、相手方ですが、行政書士法人北野国際事務所です。 

 ３、事案の概要ですが、市は、中央コミュニティセンター１階に所在する事業所66.00平方

メートルを相手方に対し令和６年４月19日まで賃貸する契約を締結しております。 

 中央コミュニティセンターは、耐震性を確保した上で、公用・公共利用するため再整備を予

定していることから、市は令和４年３月、相手方に対し立ち退き料を支払うことを条件に本物

件から退去することを求めました。 

 その後、相手方との交渉により、明渡し期限を設定することで本契約を中途解約することに

合意したため、和解するものでございます。 

 ４、主な和解内容ですが、（１）市及び相手方は、議決日をもって本契約を中途解約する。

（２）相手方は、令和７年３月31日までに本物件を明け渡す。（３）市は、立ち退き料として
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相手方に対し751万4,668円を支払うの３点です。 

 なお、立ち退き料は、公共用地の取得に伴う損失補償基準等に準じて策定した立ち退き料算

定要領に基づき算定したものであり、主な内訳は、什器、備品等の移転に要する費用、内装の

再築や設備の移設に要する費用、移転先の選定や契約に要する費用、営業休止に対する補償等

でございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（前田健一郎君） 御質疑等がありましたら、お願いいたします。青山委員。 

○委員（青山雅紀君） 一問一答でよろしくお願いします。 

 その北野国際事務所ですよね。こちら、主に在留資格の認定等の交付許可申請手続とか、出

入国の在留管理局ですか、に係る手続等を行っているとお聞きしているんですけれども、この

ようにすぐに退去されると外国人の方、利用者は困るんじゃないかとか、何か外国人の方々へ

のフォローとかあるのかどうなのか、その点、確認させてください。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 今回の和解の内容につきましては、事務所の賃貸借契約の中途解約、これは

議決と同時にいたしますけれども、事務所の明渡しの期限につきましては、令和７年３月31日

に設定するということにするものでございますので、すぐに退去する必要があるというもので

はございません。 

 事務所の移転時期ですとか移転先につきましては、出入国在留管理局の動向を踏まえて検討

しているというふうに聞いておりますので、利用者への影響はほとんどないというものと認識

しております 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございました。 

 民間テナント８件と立ち退き料を支払うことを前提に和解に向けて交渉しているということ

でありましたけれども、現在の進捗状況だけ確認させてください。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 令和５年、今年の９月１日の時点で、８件中６件につきましては既に和解済

みでございます。今回の議案が７件目という形になります。 

 退去の状況としましては、和解済みの６件のうち４件が既に退去済みという状況でございま

して、あとの２件につきましては今年度末と、もう一件は令和６年度末に退去するという形で

の和解をしておりますので、その時期までに退去するという見込みでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございます。 

 交渉は順調に進んでいるのかどうなのか、ちょっと再確認させてください。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 ６件が和解済みで、７件目が今回のものでございますので、立ち退き料が必

要な民間テナントはあと１件ということでございまして、今それについても退去に向けて順調

に交渉を進めているところでございます。 
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 そのほか、契約の更新がない定期賃貸借契約というのもございます。また、国の機関ですと

か市の外郭団体といった立ち退き料を要しないテナント、それらも含めまして全てのテナント

の退去が、令和７年度からの減築大規模改修工事の実施前までに全て円滑に退去が完了するよ

う、そういう見込みというふうに考えておりますけれども、引き続き適切に対応してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございました。 

 今、答弁いただきましたとおり、減築大規模改修工事ですか、それまでにはきちんと進めて

いただければと思いますので、私から要望しておきます。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 一問一答です。 

中途で移転することについて合意した経緯についてお聞かせください。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 相手方に対しまして、立ち退き料などの額など明渡しの条件を提示いたしま

したところ、事務所の移転の時期につきまして、今もお話ありましたが、業務と関連のありま

す出入国在留管理局の動向を踏まえて検討したいというお話がございましたことから、出入国

在留管理局が退去する最大の可能性を踏まえまして、明渡し期限を６年度末に設定したいとい

うふうに相手方から申出がございました。 

 その場合であっても、令和７年度から始まる改修工事に特に支障がないということから、そ

の申出に応じることとしまして、合意するということにしたものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） その賃貸借とテナントの残っている企業の見通しは先ほども伺ったの

で、あとは１件だけ対応するということだということと、入管に係る仕事の関係が、今回だけ

に限らずほかにも、写真屋とか、いろいろ関係するところが大分残されているかなというとこ

ろで、議案研究のやり取りの中では、結局、入管が、いつ、どこに移転するかということを示

されない中で、そういう、今回、こういう和解は確かにするけれども、その時期とタイミング

によってはなかなか大変かな。結局、自分たちの仕事との兼ね合いが見通し切れないという状

況があるのかなというふうに思うんですけれども、それが、結局こちらの中央コミュニティセ

ンターを立ち退いてもらうという市の都合で結構左右される部分もないとも言えないというか、

なかなか複雑だなというふうに思うんですけれども、そのあたり、スムーズにいくのかなとい

うところで、もちろん、こうやって合意はされたとはいえ、入管の時期とか状況によってどう

なのかなというふうに若干気になるんですけれども、そのあたりはどうでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 入管のほうとも、当然、市のほうで令和７年度から減築大規模改修工事を実

施するということについて、入管とも打合せしておりますので、その中で、入管のほうからも

令和６年度末までには移転するということについては、私どもも確認はしているわけでござい
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ますけれども、具体的に、いつ移転されるのかとか、どこに移転することを考えているのかと

いったことについては、入管もなかなかお話しいただけないというところがございますので、

私どもとしても把握していないという状況でございます。 

 それぞれのカメラ屋とか、行政書士事務所ですとか、入管の近くにあることでお仕事をされ

ているという方もなかなか気になるところだと思うんですが、そこは入管の動向を見ながらそ

れぞれが判断していただいて、入管の行き先が分かったら、その時点で対応していただくしか

ないかなというふうに考えているというものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） なかなか、そこに関わる仕事を、今まで関わっていたという、ある意

味、既得権益だけれども、かといって、その特定の事業者だけに有利になるようにまた計らう

というのもなかなか悩ましい話だなというふうには思いますけれども、ただ、そうは言ったっ

て、何もなしでいきなりその状況だけ伺って働かざるを得ないという人たちがずっと長年いた

というところでの既得権というのがあるのかどうか、若干悩ましいなというふうには思ってい

ます。 

 ただ、今後トラブルがないような形でスムーズにしていただくしかないのかな。とにかく、

トラブルがないような、合意を丁寧にしていただきたいということと、今後に関わるような方

に対しても、そういった配慮をした上での、あと、できれば、できるだけ入管のほうでは少し

でも早めにしないと、ほかの方は準備のしようがないのかな、決定のしようもないのかなとい

うことはちょっと気になるところなので、そこだけ選択肢として一定あったほうがいいのかな

ということだけ申し上げて終わります。 

○委員長（前田健一郎君） ほかに御質疑等はございますか。阿部委員。 

○委員（阿部 智君） 一問一答でお願いします。 

 当該法人につきましては、私が聞いたところによると、過去に、今もどうか分かりませんが、

行政書士法というんですか、行政書士の方でないと行政書士の仕事ができないにもかかわらず、

行政書士じゃない方が対応されている。具体的に言いますと、日本人ではない中国人の方がそ

のサポートをしたりとかも積極的にやっているということを聞いておりました。今、どうか分

かりません。過去にそういうことがあったかどうか、家主である千葉市が把握していたかどう

か、教えていただきたいと思います。 

○委員長（前田健一郎君） 管財課長。 

○管財課長 管財課でございます。 

 もともとの契約を当初行ったのは、入居したのは平成12年ということで、当時はまだこちら

の物件については伊藤忠のほうが所有した時期ということで、伊藤忠との契約の中で入居され

て、途中で千葉市が引き継いで現在に至っているという流れになりますが、その中で、北野国

際事務所のほうのそういった業務の中の細かいところまでは、申し訳ございません、市のほう

で把握している状況にはございません。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 阿部委員。 

○委員（阿部 智君） 伊藤忠のときのことも私は知っておくべきだと思うんですが、もう一
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度伺いますが、千葉市が家主になってからで、何かいろんな報告とかあったかどうか、認識さ

れているかを教えてください。 

○委員長（前田健一郎君） 管財課長。 

○管財課長 申し訳ございません、管財課でございます。 

 繰り返しになりますが、今、委員のおっしゃられた、そういった資格のある方、ない方とい

うところでの細かい報告、お話などについては、こちらのほうでは承知していないという状況

でございます。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 阿部委員。 

○委員（阿部 智君） 仮に、今後、まだ契約残っておりますが、違法な行為、もしくは、そ

れに準ずるような行為があった場合、家主としてどのような対応をすることになっているのか、

教えてください。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 違法行為があった場合ということですけれども、行政書士法に関する違法行

為があった場合については、その法律をつかさどる機関においてしかるべく対応するものとい

うふうに考えております。 

 我々としましては、一般のいわゆる大家という立場でございまして、家主の立場として、た

な子として入っている方が非常に不適切な方だということになれば、それは、その時点でしか

るべく対応するべきだというふうに考えておりますが、今回の場合、この合意をもって、契約

としては解除になりますので、あとは立ち退き期限までに立ち退いていただくという形でござ

いますので、そういうことがあった場合は、そのときにその法律に基づいて検討していくとい

う形になろうかと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 阿部委員。 

○委員（阿部 智君） ありがとうございます。 

 最後になります。当法人につきましては、いろんなことを伺っておりまして、私は非常に不

本意でありました。今後もこういうこともあると思いますので、きちっとお貸しするとかする

場合は、そのあたり明確な賃貸借の契約をするべきじゃないかなと思っておりますので、今回、

中途解約の件で少し話ずれるかもしれませんけれども、広義の件で関連するということで御指

摘させていただきたいと思います。この件には特に反対するものではございません。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 石川委員。 

○委員（石川 弘君） 一問一答です。 

 今、契約社会の中で、この事業の概要の中を見ますと、令和６年４月19日までに賃貸する契

約というのを締結しているわけですよね。これで、この令和６年４月19日までの契約に対して、

それまで市は待てなかったんでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 管財課長。 

○管財課長 管財課でございます。 

 現契約につきましては、令和６年４月19日までということになりまして、この立ち退き交渉
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の前段では、まず、現在の契約の満了日を踏まえまして、その中で退去していただくというこ

とを相手方と交渉してまいりましたが、先ほどの御説明の中にもありましたように、どうして

も業務上、出入国在留管理局の影響を受けるということもありましたので、そのときに、６年

の４月の時点で入管のほうが立ち退いているのかどうかという見通しがまだ立ちませんので、

そういったことを踏まえますと、現在の契約満了日は６年４月でございますが、そこを超えま

して、工事が始まる前、最大限猶予できるところとしては７年３月ということになりますので、

そこまでを明渡し期限として、その中で先に現契約のほうを解約して、退去できる日というの

は、今後の入管の動向次第で柔軟に動けると、そういったような体制を整えるという意味で合

意解約をさせていただいたものでございます。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 石川委員。 

○委員（石川 弘君） 今のこのお話の中では、やはり令和６年４月19日までの契約をしてい

る中で、市としては、本来だったらその契約の１年ぐらい前にその立ち退きの依頼だとか、そ

ういうのをする。その契約解除ですよね。そういうのをすれば、相手方は当然そこのお借りす

るというのは失効するんじゃないかなと、一応契約社会の中では、そういうのがあるんじゃな

いかなと理解しますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 今回、普通賃貸借契約という形でございますので、いわゆる借地借家法の規

定というのがございまして、借家人は非常に強く保護されているという状況でございます。そ

の場合、この期限が令和６年４月19日までであったとしても、それによって当然に契約が切れ

るというものではございませんで、合意しなければというか、何もなければそのまま自動的に

また更新されてしまうというような性質のものでございますので、そこが定期賃貸借契約と違

うという点でございます。 

 ですので、借地借家法の規定に基づきまして、貸す側としまして立ち退いていただきたいと。

ついては、こういった条件で立ち退き料もお支払いしますという形で合意というものを求めざ

るを得ないという立場にございます。 

 そうした中で、入管との結びつきの強い事業者でございますし、また、そもそも最初に立ち

退いていただくという方針を立てたときに、こういう形で契約が途中で、それぞれの時期で切

れていくわけですけれども、令和７年３月末までであれば明渡し期限というのを設定するとい

う形で対応しておりましたので、こちらの法人さんにつきましても、行政書士法人ということ

で、まだ入管がどこへ行くか分からない段階で、この時点で出ることが、ちょっと確約が難し

いという事情というのを配慮しまして、ほかの場所と同じように、７年３月の明渡し期限とい

うことについては了解したというようなものでございます。 

○委員長（前田健一郎君） 石川委員。 

○委員（石川 弘君） この借地借家法という法律ですか、要するに、借りている人をちょっ

と助けてあげなくちゃいけないという法律ができたおかげで追い出すことができないというか、

そこに居座ることができるという法律のおかげで、逆に、この契約社会が複雑になってしまっ

ているというふうに理解していますけれども、市としては、お話しして、どうにかこれで和解

したということで理解できました。ありがとうございます。 
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○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 一問一答でお願いいたします。 

 先ほど来より、この本当はあってはならないような状況で契約をしてしまっていたのではな

いかと思われるような事案が、今、浮き彫りになってきたわけでございますけれども、そもそ

もは、伊藤忠とこの方は契約されていたんでしたでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 管財課長。 

○管財課長 管財課でございます。 

 もともとは、区分所有という形で中央コミュニティセンター、それぞれ伊藤忠と市のほうで

持分を設定して所有管理をしてまいりました。そういった中で、このテナントのスペースにつ

きましては、伊藤忠のほうが区分所有するスペースということで、伊藤忠のほうでテナントの

誘致、契約等をこれまで行ってきたような経緯がございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 

 そうしますと、今まで、やはり、契約もさることながら、一番のメインの仕事は、たしか

1,000万円近くでこの集金等々ですね、公共料金等々の集金等、それから家賃等の集金を伊藤

忠のほうにお任せしていただいていたというふうに私は認識していまして、その契約までがこ

の伊藤忠にかかっていたというのは、ちょっと全然、なかなか認識がなかったものですから、

今後というか、今後の話をしますと、これについて伊藤忠への申出みたいなものはあるんです

かね、今、議論してきたことの中で。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 当初は、伊藤忠のほうが区分所有をしていて、その部分をテナントとして賃

貸していたという形でございますけれども、途中で千葉市のほうが伊藤忠の持分を買ったとい

う、千葉市の持分としたというものでございまして、今は千葉市のほうの、千葉市が貸主であ

るという状況でございます。伊藤忠は、その管理をお願いしているという状況でございますの

で、特に今の段階で伊藤忠のほうに何らかの申出をするということは考えておりません。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。途中から千葉市の、そういった、貸しているところの、

引き受けたということで、千葉市の範疇になるということも分かりました。 

 今後の話になるんですけれども、また何か千葉市として、済みません、ちょっと行ったり来

たりしてしまうかもしれませんが、そのコミュニティセンター、上のほうを解体して下のほう

を使うということになっているんですが、また今後、民間に貸すというようなことが考えられ

ているんでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 こちらにつきましては、公共、公用で使うという形で考えておりますので、

民間への貸付けについては考えておりません。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。じゃ、その辺は了解いたしました。 

 もう一つは、これまで出ていって、退去していっていただいた方々の中で、敷金の返金とい
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うことの考え方というのはどういうふうになっていたのか伺います。 

○委員長（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 敷金につきましては、備品類ですとかを搬出していただきまして、物件の明

渡しが完了したこと、全ての債務が履行されたことを確認いたしましたら返還するという形に

なっております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。 

 もし仮になんですが、退去していただく日が過ぎても、本当は片していただかなければなら

ないものが搬出されていなかったということになると、その分についてはどのようになるのか

伺います。 

○委員長（前田健一郎君） 管財課長。 

○管財課長 管財課でございます。 

 明渡し期限が到来しても、まだ荷物が残されたままということになりますと、合意書の中で

は、そういった残置物につきましては、その所有権を放棄したというふうに扱いますので、明

渡し期限後に残っているものがありましたら、それが搬出しなければいけないものという物品

でありましたら、それをテナントのほうで処分していただけないようでしたら、市のほうで処

分をし、その費用、かかった費用につきましては、敷金などから相殺をしていくというふうに、

合意書の中でも定めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） これまでの退去していただいた方の中で、物品が残っているというよ

うなこと、事例はありますか。それとか、市の処分となり得るというような事例はありますで

しょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 管財課長。 

○管財課長 管財課でございます。 

 これまで４件が退去が完了しておりまして、立ち退き料を要するテナントの中では４件のテ

ナント退去が完了しているという状況で、退去の際には、現場のほうを市の職員も確認してお

りまして、全て事前に話合いの中で退去が必要という物品については全て搬出していただいて

いるのを確認しております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。ありがとうございました。 

 そうしますと、もし今後、仮の話で大変恐縮なんですけれども、このように市の職員の方々

が立ち会いながらも、いや、そっちで、千葉市のほうで処分してくださいというような話が出

た場合に、敷金の返金などはどういうふうになるのか、伺います。 

○委員長（前田健一郎君） 管財課長。 

○管財課長 管財課でございます。 

 明渡し期限までの前に、これまでのケースですと、事前に退去していただいているというの
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がこれまでの例になります。その際には、全ての物品を、必要な物品を搬出していただくとい

うことを確認しておりますが、その時点で、今おっしゃられたような残っているものがあった

場合には、まず、市がそれを撤去するのではなくて、あくまでもその明渡し期限までの間の所

有権というのはテナントのほうにありますので、テナントのほうに搬出を引き続きお願いして

まいります。それが、明渡し期限の時点でも搬出が整理されないということであれば、その時

点では、先ほど申し上げたような、所有権が放棄された物品とみなして残置物は市のほうで処

分して敷金の中で精算していくということになります。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 

 最終的に敷金が、そのやり取り、いろんな引き算もしたり、あるいは引き算しなくてもいい

というような状況の中で、敷金が返される日はいつになるか、これだけ最後伺いたいと思いま

す。 

○委員長（前田健一郎君） 管財課長。 

○管財課長 管財課でございます。 

 敷金の返却に当たりましては、全ての債務の履行を確認した後ということになりまして、そ

の中には公共料金も含まれております。退去した後に、後から請求が来るものも中にはござい

ますので、そういったものの精算が終わったのを確認した後に、敷金のほうはお返しするとい

う流れになってまいります。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。 

○委員長（前田健一郎君） ほかに御質疑等ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（前田健一郎君） お諮りいたします。議案第104号・和解についてを原案のとおり

可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（前田健一郎君） 賛成全員、よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。 

 説明員の入替えを行います。財政局の皆様、お疲れさまでした。 

［財政局退室・総合政策局説明員入替え］ 

 

議案第94号審査 

○委員長（前田健一郎君） 次に、議案第94号・千葉市みんなが輝くまちづくり基金条例の制

定についてを議題といたします。 

 当局の説明をお願いいたします。総合政策局長。 

○総合政策局長 総合政策局でございます。よろしくお願いいたします。 

 当局が今議会に提案しております議案については１件でございまして、企業版ふるさと納税

を受け入れるための基金の設置条例でございます。よろしくどうぞお願いいたします。 

○委員長（前田健一郎君） 総合政策部長。 
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○総合政策部長 総合政策部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。恐れ入ります、

座って説明をさせていただきます。 

 それでは、総合政策局議案説明資料の２ページをお願いいたします。 

 議案第94号・千葉市みんなが輝くまちづくり基金条例の制定についてでございます。なお、

議案書のほうは１ページとなってございます。 

 初めに、１番、趣旨についてでございますけれども、企業版ふるさと納税の制度によります

企業からの寄附金、これを積み立てるため当該基金を設置するものでございます。 

 次に、２、制定の経緯についてでございます。平成28年度に国が創設をいたしました企業版

ふるさと納税ですが、令和２年度に寄附による税額控除が最大９割に拡大するなどの税制改正

が行われまして、本市でも同じタイミングで寄附の受入れを開始しておるところでございます。 

 しかし、この企業版ふるさと納税による寄附金ですが、基金に積み立てる場合を除きますと、

その受領した当該年度に地方創生の事業に全額を充当する必要がございます。そのため、寄附

の時期、あるいは金額によっては受入れに支障が生じる場合がございます。そのため、時期や

金額にかかわらず企業版ふるさと納税による寄附金を受け入れる体制を整えるため、この基金

を設置いたします。 

 ３番、条例の内容についてでございます。 

 （１）の設置にございますとおり、まち・ひと・しごと創生法に基づきまして本市が定めた

基本的な計画であります地方版総合戦略の実現に向けた事業を推進し、未来志向のまちづくり

に資するため、基金を設置するものでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 この（２）から（６）までは、基金として一般的な事柄を定めておるところでございますが、

例えば、（２）の積立てで寄附金を積み立てるというところ、それと、（４）で運用益金をこ

の基金に編入するといったところを記載してございます。 

 その下、４番、施行期日は交付の日といたしております。 

 それでは、続きまして、４ページをお願いいたします。 

 ５番、基金の運用イメージでございます。この図表に従いまして御説明申し上げます。この

表の左下に寄附者、企業とありますけれども、この寄附者から千葉市に対して寄附がなされた

場合、基本的には令和５年度の当該年度の事業にこの寄附金を充当、活用していくということ

になります。ただし、企業さんがこの充当を希望される事業、これを例えば、令和６年度以降

の事業にというような御希望があったり、あるいは令和５年度における本市の事業費を金額的

に上回るような寄附金を頂戴した場合につきましては、今回、設置させていただきます基金に

積立てをいたしまして令和６年度以降の事業に充当すると、こういうことを想定してございま

す。 

 なお、この点線矢印のほうですけれども、本市がこの寄附金の受領書を発行いたしまして、

寄附者の方がこれを確定申告のところで添付をしていくと、そうしますと、この税額控除が受

けられるという仕組みになってございます。 

 続きまして、６番、企業版ふるさと納税についてでございます。 

 （１）の制度内容ですけれども、国の認定を受けた本市の地域再生計画に位置づけておりま

す事業について企業が寄附を行う場合には、法人関係税の税額控除を受けることができるとい
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うものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 （２）本市の取組、実績についてでございます。先ほど申し上げましたとおり、令和２年度

から寄附の受入れを開始しておるところでございますが、令和５年度からは、新たに策定いた

しました総合計画に基づきまして、地域再生計画の認定を受けております。この中ほどにござ

います①から④、持続可能なまちづくり事業から地域経済・社会の活性化事業、こういったと

ころにつきまして寄附を受け入れているところでございます。 

 なお、受入れ実績につきましては、下の表に示したとおりでございます。コロナ関係、シェ

アリングエコノミー関係、農業振興、あるいは特区と、こういった分野でこれまで寄附を頂戴

しているところでございます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（前田健一郎君） 御質疑等がありましたら、お願いいたします。青山委員。 

○委員（青山雅紀君） 一問一答でお願いします。 

 ありがとうございました。今回、令和２年度から基金の、ふるさと納税の受入れが開始され

まして、今回、基金を設置するという条例でございます。 

 やはり、私も、今回ちょっと、企業版ふるさと納税というのをあまり、勉強不足で知らなか

ったんですけれども、この個人向けと企業向けのこのふるさと納税の違いというのを、やはり、

はっきりとしていかないと勘違いされる方もおられるんじゃないかというふうに思ったりもし

ますので、この個人のふるさと納税との違いをちょっと詳しくというか、教えていただきたい

と思います。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 企業版ふるさと納税と個人版のふるさと納税ですけれども、ともに自分がゆかりのある支援

をしたい自治体に対する寄附を行った際に、税額控除が受けられるという意味では共通する制

度でございます。 

 ただ、違いといいますと、例えば、控除になる税目、あとは控除の範囲というのが異なるこ

と。あと、大きな違いとしましては、個人版のふるさと納税に関しては、返礼品等の供与がで

きる形になっておりますが、企業版のふるさと納税に関しましては寄附企業への経済的な見返

りというのが禁止されておりまして、返礼品の供与がないことが大きな違いかというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございます。 

 では、その企業にとりましてメリットといいますか、企業版ふるさと納税を活用するメリッ

トというのは、明確に教えていただけますか。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 企業にとっては、今申し上げた税制上の優遇ということがありますが、これ以外には、例え

ば、寄附を通じたイメージアップであるとか、あとは、地域への貢献という部分、あとは、例
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えば、創業地だとかという形でゆかりのある土地への寄附という形で、恩返し的な意味もあり

ますけれども、こういったところがメリットかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございました。 

 今回、基金が設置されるということで、本市における企業版ふるさと納税による寄附の受入

れ体制、まず、整備される。これまで以上に積極的な本市への寄附が行われることは本当に期

待したいんですけれども、その制度の対象であります市外企業ですよね、市外企業に今後どの

ようなプロモーションというか、図っていくのか、何か検討されていることとかあれば教えて

ください。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 現在やっていることとしましては、市のホームページで募集をかけまして、寄附を頂いた企

業名を掲載する等の取組をやっております。これ以外の取組としましては、民間のポータルサ

イトがありますので、そちらのほうに募集情報を掲載をしているところでございます。 

 今後なんですけれども、例えば企業立地課が市外の企業に対するつながりがありますので、

市外企業向けのセミナー等においてこちらのふるさと納税のチラシの配布等を行いまして、こ

ういった関係課を通じまして、企業版ふるさと納税の紹介を行っていきたいというふうに考え

ております。 

 このほかには、国のほうでも内閣府のほうが官民連携によるマッチングというのをやってい

ますので、こういったものにも積極的に参加するなど、いろんな方法を使って今後プロモーシ

ョンはやっていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございました。 

 今回の基金の設置は、今後、企業版ふるさと納税を活用した本市にその寄附額というのが、

その増加につながるものとして私は期待はしております。 

 そこで、制度の対象となります市外の企業、例えば、埼玉県、神奈川県とか、そういう企業

に対しましては、例えば、今、市外企業のプロモーションで民間のポータルサイトへの掲載を

通じた募集とか、いろいろ取組は進めていただいていると思うんですけれども、やはり開府

900年に向けたプロモーションなんかも、ぜひ取り入れていただきまして、積極的なＰＲ活動

をお願いしておきたいというように思います。 

 今回の基金の設置を契機としまして、本市の地方創生の取組がより一層進められることを期

待しまして、会派としまして賛成とさせていただきます。ありがとうございます。 

○委員長（前田健一郎君） ほかにございませんか。中村委員。 

○委員（中村公江君） 一問一答でお願いします。 

 ちょっと御説明もあってかぶるかもしれないんですけれども、今までの基金と今回の基金の

違いと、先ほどメリットのお話があったんで、デメリットはあるのか、ないのかというのをお

聞かせください。 
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 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 既に千葉市、本市では、例えば文化基金だとか、緑と水辺の基金など特定事業ごとに基金を

設置しておりまして、個人や企業から寄附金を受け入れているところでございます。 

 今回、設置するまちづくり基金ですけれども、企業版ふるさと納税に特化した基金というと

ころが違いになっております。当該基金の設置によりまして、これまでの個別の基金では受入

れができなかったふるさと納税による寄附金の受入れが可能になりますので、こちらで地方創

生に資する幅広い事業に対して、この寄附金を柔軟に活用していきたいというふうに考えてお

ります。 

 デメリットですが、特にデメリットというところはないのですが、地域再生計画に位置づけ

られている事業にしか充当できないということで、基金の受入れ自体も地域再生計画に位置づ

けられているものに関しての受入れという形になるんですが、実際、地域再生計画の範囲が地

方創生に資する事業、幅広く位置づけておりますので、特に制約、デメリット等はないかとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 税額控除の具体的な例を示してください。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 千葉市以外に本社機能がある企業からの寄附を頂いた場合に税額控除が受けられるというの

がこの制度でございますが、例えば、千葉市以外の企業が本市に100万円を寄附していただく

際の事例ということで申し上げますと、当該企業の本社等の所在地において法人住民税と法人

税を合わせて最大４割、法人事業税が最大２割、損金算入が最大３割ということで、100万円

の寄附を頂いた際に、当該企業の本社の所在地において最大90万円が控除されるという形にな

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 90万円控除はされるけれども、本人がそれ以外に、税金は税金で支払

うよという話をされていましたよね。そこら辺の金額的なところをもうちょっと御説明いただ

けますか。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 例えば、どこの自治体でもいいんです、横浜市に本社がある企業が千葉市に100万円寄附し

ていただいた場合を挙げますと、千葉市には100万円寄附という形で寄附をしていただく形に

なりますが、本来、千葉市以外の自治体に払うべきだった100万円のうち90万円が、最大９割

が控除されますので、本社が所在している、もともと払うべきだった自治体に対しては、控除

された10万円をさらに支払う必要があるという形になります。 

 通常ですと、寄附がない場合ですと、例えば、そのまま100万円払っていたのが、千葉市に
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対する寄附金と地元に対する控除された後の税金を合わせると110万円を、行政に対しては寄

附なり、税金なりということで支払っていただくという形になります。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 総合政策局長。 

○総合政策局長 ちょっと補足ですけれども、先ほどデメリットはないということを申し上げ

ましたが、それは市にとってのデメリットはないということで、企業側にとっては、今の10万

円という分が負担になるということです。通常100万円納税すればいいところを、千葉市に100

万円寄附してくれると、横浜市には10万円は納税しなくちゃいけないんですね。さらに、千葉

市に100万円寄附していますので110万円を企業さんは払うということになります。 

 それが、先ほど申し上げたように、千葉市の何らかの事業に賛同してくれて払うということ

は、企業にとっては株主の了解も得なければいけない、団体にとっては、その団体として払う

目的というか、払うことに対しての正当性を得なければいけないという部分がございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 今は100万円と言われたときの10万円という話でしたけれども、これ

というのは、比率でいったときにもそうなるということですか。例えば、これが1,000万にな

ったときには1,100万円、その10倍ですか、その分が、1,000万円だったら110万円ですか、だ

から、そういう金額的なところはそのまま言われたような中身で支払いをしなくちゃいけない

ということになるということですか。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 控除に関しましては、最大という言い方をさせていただいておりまして、企業の規模等によ

って違うんですが、制度としては同じでございまして、1,000万円ですと最大で900万円が控除

されるというところでは共通でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） それだけの企業が千葉市にどれだけ愛着持ってやるのかなという、ち

ょっと未知数だなというふうに思うんですけれども、市外の企業へのＰＲというのは、どうい

うふうにこれから展開していくのかお聞かせください。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、既にホームページ等では掲載をしているところ

ですが、民間のマッチングサイトみたいなＰＲサイトというものもありますし、あとは、先ほ

ど言いましたように所管課ですね、外向けの企業とつながっている所管課等も通じてＰＲとい

うのはやっていきたいというふうに考えております。 

 先ほどお話ありましたけれども、例えば、特定の事業に対して寄附を受け入れるというよう

な形の取組も今後検討していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 
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○委員（中村公江君） この議案研究の資料でも、４年間で13件、5,300万円が、果たして、

これからそういう税の控除が一定あったとしても、金額的にどのぐらいと見込めるのかどうか

というか、どういうふうに、見通しとしてはもう少し増えそうなとか、実際、目標というのは

立てているんですかね。ちょっとそのあたり。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 こちらは、その時々によって寄附していただける企業というのが異なってきますので、一概

には目標というのは立てられない状況ではございます。 

 ただ、国のほうで令和２年度に制度を改正しましてから、寄附金額としては10倍以上に増え

ていますので、こういった機会というか、こういったものを生かして積極的な周知には努めて

いきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 目的がはっきりしていて、それは支援したいとなれば、今、クラウド

ファンディングとかもすごく、それなりに皆さんお金を投資してでもどうにか支えたいという

人も随分増えているので、それはやり方次第かなというふうに思います。 

 今回のことでは、特に今、高学費で苦しむ学生支援を行うようなメニューというのは検討で

きるのかどうか伺います。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 本市の場合で申し上げますと、令和５年度からスタートしました基本計画及び実施計画に基

づいて策定して、国の認可も、認定も受けている地域再生計画に基づいて事業を実施しており

まして、こちらが寄附の対象になるところでございます。 

 具体的には、実施計画に位置づけた計画事業が寄附の中心になってくるというふうに考えて

おりますが、新たな事業につきましては、今後、地域の課題だとか、社会情勢の変化、あるい

は寄附をしていただく企業からの意向というものを十分踏まえまして、次期実施計画等におい

て新しい寄附の受入れ、検討していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 宅配の業者の方が個人的にその組合員さんに加盟を募って、それで奨

学金という制度がつくられて、かなり助かっているという声も上がっていると何か寄附のしが

いがあるなということがあったりして、本当に切実なところに、より手だてができるような、

届くような、そうした中身になっていただきたいということを求めて終わります。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） ほかに。中島委員。 

○委員（中島賢治君） 何点かちょっとお聞きしたいんですが、一問一答で。 

 今、御説明を聞きますと、本社が千葉市外であれば受入れができるという解釈だと思うんで

すけれども、ＪＦＥは本社が東京だと思うんですが、ＪＦＥからの寄附というのは、これは受

入れは可能になってくるんですか。 
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○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 本社が千葉市外にあれば大丈夫ですので、ＪＦＥも東京が本社だと思いますので、受入れは

可能という形になっております。 

○委員（中島賢治君） いいことを聞きましたね。あと、そうすると、スーパーゼネコンさん

なんかもほとんど東京ですので、それこそこの庁舎を建てた大成建設とか、今ちょっと金銭的

にもめている鹿島建設とか、そういうところも本社は東京だと思うんですが、受入れ可能です

ね。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 受入れ可能でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 中島委員。 

○委員（中島賢治君） 可能ですね。 

 そうしますと、結構千葉市内を見ると支店が多いんですよ。結構、市のお仕事なんかもやら

れている会社が多いので、ぜひそういうところに営業をかけてもらって、この企業版ふるさと

納税、これは寄附することによって企業イメージも必ず上がる。下がることはないと思います

ので、企業イメージもアップすると思いますので、ぜひ積極的に営業活動していただいて、い

っぱいありますので、大手企業さんがね。ぜひ寄附が多くなるように、それを求めて終わりま

す、私。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） ほかにございますか。三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） １点だけなんですけれども、千葉市内の業者が、民間業者が他市に寄

附をした場合、今まで伺ってきたことが逆というふうに考えてもいいと思うんですけれども、

もう一度千葉市の民間企業が他市に寄附をしたときの状況ですね。さっきと反対のことを考え

ればいいんですが、どうも頭の中が。もう一度御説明いただけますでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 先ほど千葉市外に本社がある企業が千葉市に寄附を頂いた場合の話をさせていただきました

が、当然、逆もある形になっております。千葉市に本社がある企業が他都市に対して寄附をす

るということもあり得るかなというふうに考えております。 

 全体の額、令和２年度以降の実績でいきますと、令和２年度が162万円余り、令和３年度が

1,060万円余り、令和４年度が1,100万円余りという形になっておりまして、３年間のトータル

でいきますと、寄附を頂いている金額のほうが多い形になっております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） これからこうした、どの自治体も頑張ってくるということが想定され

ますと、これが逆転するという可能性もなきにしもあらずというふうに今ちょっと一抹の不安

を感じたんですけれども、先ほど来から千葉市のいいところをＰＲをどんどこかけていただい

て、また、この分野での職員の配置というんですか、そういったものも特段、寄附だけをもら
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うために一生懸命やるというのもどうかと思うんですが、企業誘致も含めてトータル的に取り

組んでいくことが必要になると思いますが、その点について伺います。 

○委員長（前田健一郎君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 ありがとうございます。 

 御指摘のとおり、今、国全体でこの企業版ふるさと納税による寄附金が増えている中で、

我々が相対的に頂ける側にいくのか、それとも、流れていく側にいくのかというのは非常に重

要な問題でございまして、その一環としまして、今回、この条例案を出させていただいている

というところでございますし、先ほど来、課長が答弁しておりますとおり、ＰＲも、なかなか

専任の職員というところまでいきなりいきませんけれども、経済部局と連動しながら積極的に

進めてまいりたいというふうに考えてございますので、なかなか目標額とかというのは、相手

側の意向次第というところもありますけれども、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 終わります。ありがとうございました。 

○委員長（前田健一郎君） ほかに。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 一問一答でお願いします。 

 こちらの基金なんですけれども、どんどんたまっていくと思うんですけれども、運用に関し

て具体的にどういった運用である程度増やしていくお考えでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 条例上は有価証券等で運用ということも位置づけられてはいるんですが、実際問題、寄附を

頂いてから翌年度に充当するということが考えられまして、なかなか長期での運用が難しいの

で、今のところの想定としましては普通預金での運用を考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） そうすると、普通預金だと、ほぼほぼ利率が今ない状態だと思うんで、

そこの運用はあまりそこで増やそうとは思っていないという認識だと思うんですけれども、例

えばですけれども、一部、何割かは、もう少し、ちょっとリスクが高めというか、有価証券な

りというのも考えられると思うんですけれども、その辺はいかがお考えですか。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 基本的に寄附を頂いた金額ですので、元本割れをするようなリスクの高いような運用という

のは想定はしていないところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 済みません、先ほどちょっとリスク高いと言ったんであれなんですけ

れども、例えば、債券、国債とか、そういった安全な債券であれば、ある程度元本割れはしな

いかなと思うんですけれども、先ほどの全額普通預金ではなくて、一部、明らかに使わない金

額に関してはそういった安全債券に運用するというのもいいのかなと思うんですけれども、そ
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の辺はいかがお考えでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 先ほど有価証券、条例上にもうたっていると言いましたけれども、想定されるのは、まさに

元本割れしないような国債とか地方債、こういうものを想定はしているんですが、先ほども言

いましたけれども、寄附を頂いてから事業に充当するまでの期間というのがそれほど長期とい

うわけではありませんので、すぐに充当できるような形での運用を今は想定しているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 分かりました。そうしたら、機動性があるような運用ということで理

解しました。 

 次になんですけれども、企業版ふるさと納税で不交付団体である東京都、不交付団体で三大

都市圏の規制市街地等に所在する市区町村は対象外というふうに書かれているんですけれども、

ここをちょっと詳しく教えていただいてもよろしいですか。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 こちら、国のほうの制度趣旨にも関わる部分なんですが、基本的には、千葉市外の都会にあ

る企業が地方にお金を寄附するようなイメージを想定しておりますので、そういう意味では三

大都市圏の既成市街地、あるいは、財政的に余裕があるところに対する寄附というのが制度上

は禁止されているというような形になっております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） そうすると、千葉市は、ここには入ってこないというふうに思ってい

ていいんですか、それともその入る可能性はあるんでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 今のところは規制市街地というところでは該当にはなってくるんですが、不交付団体かどう

かというところで、今の千葉市の財政状況を考えますと対象外になるということはないかなと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） そうすると、今そこに該当する自治体というのはどこがあるんでしょ

うか。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 例えば、政令市でいきますと川崎市のみが対象外になっております。千葉県内でいきますと、

例えば、浦安市だとか、そういった財政状況がいい自治体、こちらが対象外になっているとこ

ろでございます。 
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○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 分かりました。 

 千葉市が入らないということなんで、かなりこれは、先ほど中島議員からありましたけれど

も、東京本社がある企業からの寄附を受けやすいというか、ほかの川崎市とか浦安市とか、そ

ういったライバルも、強いライバルもあまり受けられないということなので、積極的にやって

いくべきだと思うんですけれども、例えばその経済的なメリット以外の、企業イメージだとか、

そういったところをかなりアピールして、千葉市として、ほかの自治体よりも競争力高めにア

ピールしたほうがいいと思うんですけれども、その辺はプラスアルファで何か、先ほどおっし

ゃっていた取組に加えて何かお考えはありますでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 今後、促進というか、プロモーションというのは力は入れていく必要があると思っておりま

すが、先ほど個人との違いでお話ししましたけれども、返礼品がないということで、ダイレク

トに千葉施策に対する共感が得られるかということが重要になってくるかと思いますので、そ

の辺、打ち出しの仕方もいろいろ検討した上で市外の企業向けに、市内の企業、支店がある企

業もですけれども、に対してはＰＲをしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 最後に、これは千葉市に本社がある会社よりも東京とか近隣の大きい

都市のほうに本社がある会社のほうが圧倒的に多いと思うので、かなりチャンスだと言えると

思うので、ほかの自治体からより、ほかの自治体へ入るはずだった税金が千葉市に流れていく

ように、どんどん積極的にアピールをしていただければなというのが所感で思いました。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） ほかに御発言ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（前田健一郎君） お諮りいたします。議案第94号・千葉市みんなが輝くまちづくり

基金条例の制定についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（前田健一郎君） 賛成全員、よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。 

 以上で案件審査を終わります。 

 審査の都合により暫時休憩いたします。なお、本日、再開は１時10分となりますので、よろ

しくお願いします。ありがとうございました。 

 

午後０時３分休憩 

 

午後１時７分開議 

 

○委員長（前田健一郎君） それでは、休憩前に引き続き委員会を開きます。 
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千葉開府900年に向けた取組について 

○委員長（前田健一郎君） 次に、所管事務調査を行います。 

 初めに、千葉開府900年に向けた取組について当局の説明をお願いいたします。総合政策部

長。 

○総合政策部長 総合政策部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。恐れ入ります

が、座って説明させていただきます。 

 資料のほう、お手元のほかに御覧いただいている大きなモニターでも映しておりますので、

併せて御覧をいただければと思ってございます。 

 開府900年に向けた取組でございますが、昨年度も大河ドラマに連動するなど、一部やって

おりましたけれども、今年度より本格的に始動ということでございまして、現在の私どもの整

理している状況ですとか、今年度の取組について御説明をさせていただければと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、資料の２ページでございます。 

 本日お話しする内容ですが、まず１つ目が900年についてということで、既に５月に庁内の

本部会議を一度開催しておりまして、そのときの資料を用いてこの900年の意義ですとか体制

等につきまして御説明を申し上げ、最後に今年度の取組状況について御説明を申し上げたいと

思います。 

 それでは、４ページをお願いいたします。 

 こちら、庁内で使った資料を用いて御説明いたしますが、900年の意義ということで、まず

最初に開府の日と900年ということで、歴史的な経緯の整理をしてございます。古くは平安の

後期に遡るわけでございますけれども、1126年６月１日に千葉常重がこの大椎から亥鼻に移っ

てきたというところで町の歴史の始まりというふうにしてございます。 

 その後、大正10年に市制を施行いたしまして、それから800年のタイミング、大正15年、850

年のタイミング、昭和51年ということで、50年ごとにこの開府の記念事業を行ってきたところ

でございます。 

 そういった中で、こういう開府というものが市民がこの町の歴史を振り返りながら未来につ

いて考えていくというような契機となってまいりました。また、親子三代夏祭りのように、こ

れは850年のときに第１回を開催したところでございますが、そういったものが現在までも続

いているというようなこともございます。３年後、2026年に900年を迎えるということで、今

回も多様な主体とともに記念事業を行いまして、千葉市の豊かな未来につなげていく必要があ

ると考えてございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 これは50年近く前の850年のときの取組状況を軽く整理してございますが、テーマは、知ろ

う、愛そう、つくろう、郷土千葉ということで、この当時、経済成長ですとか人口増加を背景

にいたしまして、比較的華やかにいろいろとやってございます式典、パレード、大椎からの炬

火のリレー、親子三代、あるいは記念碑の設置等でございます。 

 ６ページから８ページにかけまして、ざざっと写真で当時の様子が出て、これは後ほど御参

照いただければと思っております。 

 ９ページをお願いいたします。 
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 改めまして、この開府の祖、千葉一族でございますが、この活躍から学ぶことは何だろうか

ということをここで簡単に整理してございます。この活躍の状況は、皆様既によく御存じのと

おりかと思いますので、矢印の下のほうでございますが、こういった当時の活躍から一つはチ

ャレンジ、不透明な時代に変化を恐れずに果敢に挑戦していったと、鎌倉時代に向けて時代の

転換をつくったというところですとか、全国各地に息子たちが広がってグローカルな都市経営

を行った、そういったことを我々としては大いに学ぶ必要があるだろうと考えてございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 そういったような整理を踏まえまして、この記念事業を推進するに当たっての理念的なもの

の整理をしてございます。赤い字で書いてございますが、千葉一族からの学びを活かし、未来

に向けたひとづくり、文化づくりというふうに置いてございます。将来の千葉市が豊かになる

ためにはその基本となる人、そしてその文化の醸成というのが重要であろうということでこの

ような整理、また、時代的には多様性ですとか、そういうことも踏まえまして、一人一人の個

性や能力を伸ばしていく、また、文化も創造を新たにしていくことで心の豊かさ、あるいは喜

びを育んでいくということで、こういう整理としてございます。 

 11ページをお願いいたします。 

 基本方針、やや似た言葉になっておりますが、ここはその取組に関わる主体の行動に当たっ

ての原則といったものを定めてございまして、千葉市に関わる全ての市民、企業、団体を主体

とするというところ、それと、２点目としましては、本市の町の歩みを通じて育まれてきた資

源、これを再認識しながら未来に向けて取り組んでいくというところ、３点目としては、それ

ぞれが連携、交流しながら取り組んでいくというところを整理してございます。 

 12ページをお願いいたします。 

 ３点目といたしまして、推進体制でございます。このポンチ絵が全体像でございますが、左

の上、青い網かけのところが千葉市とこの議会ということになってございまして、本市では市

長をトップとした実施本部を設けまして推進していくと、市議会の皆様には様々な段階で御意

見等頂戴しながら共に進めていけたらと考えてございます。 

 そして、その右側、ベージュといいましょうか、薄い色で網かけしてあるところが官民連携

の協議会をつくろうと思っております。ここでは経済団体、市民団体それぞれ代表となる方々

に御参加をいただきまして、千葉市一体となって推進していきたいと考えてございます。 

 その協議会の下にあります濃いオレンジのところですが、メンバーシップ制度と称してござ

いますけれども、その協議会に参画する団体というのはどうしても限られますので、それ以外

の市民の方々、あるいは企業の方々、団体の方々、様々な方々が何らかの形でこの900年に関

わっていただくというものを促進するための仕組みというものを用意したいと考えてございま

す。 

 13ページをお願いいたします。 

 こちら、庁内の推進体制をもう少し細かくしたところでございますけれども、本部長を市長

ということで、市長をトップに全庁的な体制を組んで推進をしてまいりたいということでござ

います。 

 14ページは飛ばしまして、続きまして15ページをお願いいたします。 

 庁外として、この官民連携の900年記念協議会でございますが、この11月に発足すべく今、
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準備を進めているところでございます。協議会の役割といたしましては、１点目としては官民

連携によります推進計画を今年度中につくっていくというところ、また、その計画に基づきま

して記念事業を実施していく、また、構成団体以外の市民の方々等が行う事業の認証ですとか、

あるいは参画を促していく、こういうような役割を考えてございます。 

 構成団体は、100周年のときと同様のメンバーを想定しておりまして、御覧のとおりでござ

います。 

 一つ飛ばしまして、17ページをお願いいたします。 

 先ほどちらっと申し上げましたメンバーシップ制度でございます。どういったものかという

ところでございますが、１点目としては記念事業の認証、２点目としては協賛金の受付、そし

て、３点目として情報提供、これは協議会ネームで専用のサイトをつくりまして様々な情報を

発信していきたいと考えてございます。 

 18ページをお願いいたします。 

 期間というところで線表が書かれておりますけれども、この実際の本番は令和８年度、2026

年度でございます。それに向けまして、令和７年度につきましても記念事業ができる期間とし

てセッティングをしようと考えてございます。 

 そして、今年度、令和５年度と令和６年度につきましてはそれに向けた機運醸成、あるいは

来年度につきましてはロゴマークですとかキャッチコピーの作成などを進めてまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 協議会で策定いたします推進計画についてでございますが、この計画策定の目的のところで

すね。いろいろな団体とその理念等を共有しながら、記念事業をいろいろと積極的に推進して

いくというためのものでございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 こちらは推進計画策定のスケジュールでございますけれども、この後、庁内の本部会議に10

月にかけました後、11月に協議会で一度お示しをし、御意見等を頂戴した後、また２月に本部

会議、３月に協議会という形で、年度内には策定をしてまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

 ５月の庁内会議の資料としては以上でございます。 

 続きまして、21ページからが今年度の取組状況でございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 これは今、重複いたしますけれども、既に５月には庁内の本部を立ち上げ、11月に官民連携

協議会を設立すべく準備を進めているところでございます。 

 23ページをお願いいたします。 

 機運醸成というのが段階的に必要ということで、この第１弾といたしまして、このＰＲ動画

「千葉開府 月と星の伝説」というものを作成いたしました。８月４日に公開して様々なとこ

ろで流しているところでございます。 

 せっかくですので、既に御覧になった方もいらっしゃるとは思いますけれども、１分程度で

ございますので、再生をさせていただきたいと思います。 

［動画再生］ 
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○総合政策部長 ありがとうございます。比較的時代劇とかに関心のないような方々にも親し

みやすいようにということで、レトロゲームと実写を組み合わせて作らせていただきました。 

 では、次のページでございます。 

 これが最後になりますけれども、これは予定でございますけれども、開府900年のカウント

ダウンイベントというところで開始をさせていただきたいと思います。ちょうど12月14日が、

若干あれですが、900日というところがございますので、この日にセレモニーを行いましてカ

ウントダウンを開始したいと考えてございます。 

 この写真にありますのはオリパラのときのカウントダウンボードでございますが、こういっ

たようなカウントダウンボードを出していくということで、機運醸成を引き続き図ってまいり

たいと考えてございます。 

 雑駁ですが、説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（前田健一郎君） ありがとうございました。 

 御質疑等がありましたらお願いします。青山委員。 

○委員（青山雅紀君） 私、要望なんですけれども、今ゲーム風の動画、楽しく拝見させてい

ただきましたけれども、子供たちにはすごく受けるんじゃないかなと思ったりもします。 

 開府900年に対しての取組として作られた動画じゃないとお聞きしているんですけれども、

何かちょうど新町の交差点のところにレクサスがあって、レクサスのところに街頭モニターみ

たいなのがあって、そこでいつも上映されているのを私は帰りがけ見るんですけれども、すご

くよくできているなと。ただ、あの動画の中には開府900年という文字は一言も入ってないの

で、と思うんですよ。ですから、その継続版みたいな形のああいう動画もぜひやっぱり作成し

ていただきたいなというふうに思ったりもしますけれども、一応要望なんですけれども、いか

がでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 都市アイデンティティ推進課長。 

○都市アイデンティティ推進課長 都市アイデンティティ推進課です、御覧いただきありがと

うございます。 

 レクサスのところは、お金を払った契約ではなくて御厚意によって流していただいていると

いう状況でございます。数年前に作りました千葉一族、千葉氏をＰＲするための動画でして、

今日御覧いただいた動画とは少しテイストが違いまして、少し堅いというか、もうちょっと重

厚な感じの動画で、いろんな属性の方に御興味を持っていただくためにいろんな角度から動画

というものは活用していきたいと思っておりますので、この動画もあそこで流せるようにこれ

から調整はしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） あと、850年祭に参加された方々というのももちろん上の方とかいろ

いろおられると思うんです。野本委員も、参加されている可能性もあるんです。参加されてい

るのかな。そういう方々の意見等もしっかりと酌んでいただきまして、参考にしていただきま

して、900年祭も盛大に開催できるように要望しておきたいと思います。あと３年間あります

ので、よろしくお願いします。 

 以上です。 
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○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 一問一答でお願いします。 

 千葉氏に関しましては一般質問等でやらせていただいておりますので、大変私も皆様の取組

に深く感謝申し上げたい次第でございます。地域で千葉氏の話をしますと、いっぱいあるんで

すけれどもちょっとコンパクトにして、千葉氏の源頼朝に進言したって、あれうそなんですよ

なんていう人もいるんですよ。いろんな文献見ている人がいて、ですから、もっとこの千葉氏

と源頼朝の関係性を大アピールしていく必要があるんじゃないかということと、それからもう

一つ、例えばその歌なんかですか、盆踊り、ハスの花のちはなちゃん踊りだったかな、盆踊り

は何かあったと思うんですけれども、こちらのほうもそういった意味で、盆踊りでこの千葉氏

を大々的にＰＲできるんじゃないかと思いますので、歌詞などを募集したらいいのかななんて

思ったりもします。 

 それから、カウントダウンのそれ、とてもいいと思うんですけれども、千葉氏と分かるよう

な、わざと出していると思うんですけれども、そういうの出ると思って多分出していただいて

いると思うんですけれども、やっぱり千葉氏だというのがこれをぱっと見て分かるような、そ

んなものにしていただければと思います。 

 まだあるんですが、以上、この３つで何かあればお願いいたします。 

○委員長（前田健一郎君） 都市アイデンティティ推進課長。 

○都市アイデンティティ推進課長 都市アイデンティティ推進課です。ありがとうございます。 

 まず、頼朝との関係をもっとアピールしたほうがいいんではないかというところでして、や

はり時代が古いということもあって、残されているものが文献を含めて限られているというと

ころで、私もこの課に来ていろいろ調べていると、やはりいろんな先生によってちょっと学説

が異なっていたりするので、なかなかはっきりしたことが言いにくいという中で、諸説ある中

でこういうこと、こういう説もありますといったような言い方にどうしてもならざるを得ない

場面は多々あります。 

 ただ、この時代においてやっぱり頼朝という誰もが知るスターと、そこと千葉一族が非常に

深い関係があったというところは、知っていただくためにもやっぱりアピールポイントである

と思いますので、そこは気をつけてこれからもＰＲはしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 あとは盆踊りですね。歌詞等々も含めまして非常に重要なＰＲ、プロモーションの手段だと

思っております。こういったことも、おっしゃっていただいたとおり、市のほうだけで、また

協議会だけで考えるのではなくて、なるべく市民の皆様に関わっていただくような格好でＰＲ

を進めていくようにこれから考えていきたいというふうに思っております。 

 それから、カウントダウンのこれですね。これは済みません、イメージで置かせていただい

ております。ふさわしいものを今、準備しております。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。それについてはちゃんともう新しいのができていると

いうことで、それなりに説明もしていただいたようなんですが、ちょっと違うことを考えてい

たもので失礼いたしました。皆さんが積極的に、これ初めての大々的な千葉市全体の含めての
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取組となると思いますので、どなた様も巻き込んでいけるようなスタイルにぜひやっていただ

きたいと思います。ありがとうございました。 

○委員長（前田健一郎君） 石川委員。 

○委員（石川 弘君） ありがとうございます。 

 この900のロゴなんですけれども、当然この千葉開府900年の、これ自体何かモノレールに、

今何かモノレールにも結構あるけれども、このまま千葉開府900年、これ１両でこういうふう

なものをやったら結構目立つかなというふうに感じたのと、あと、このポートタワーなんかも

900という数字をライトで、よくクリスマスツリーみたいなのやるけれども、この900とか、あ

と幕張メッセの新都心のビルの中で明かりを900に、窓を、ガラスを900にやってもらうとか、

そういうのも一つの方法かなと思うんですね。 

 それから、あと、ちょっと一つだけ気になっていたのが、この新庁舎ができて千葉市のマー

クが１か所しかないんですよね。ここ千葉の市役所だよという本拠地なので、まずは千葉市の

マークを４方向から見えるようにちょっとつけて、それから今度その後にこの千葉開府900の

ロゴをうまく、この新庁舎にうまくやったらいいのかな、これは大変なお金かかっちゃうかも

しれませんけれどもね。 

 というのは、ちょっと話ずれるけれども、そこの表見て赤十字のマーク、あれがやっぱり昔

できたときに２か所だけだったんですよ。そうしたら、やっぱり周りにビルができてきて見え

なくなるということで、それを４方向から見えるように皆さん寄附を募って、赤十字マークを

どの方向からも見えるようにというふうにやったので、ちょっと千葉市のマークも１か所だけ

じゃなくて４方向から、千葉市の緑のマークだけでもつけると、あっ、新庁舎なんだなという

ふうに分かると思いますので、ちょっとずれちゃったけれども、それを千葉開府のほうもこの

新庁舎にも何か生かせればいいのかなと思います。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 ありがとうございます。 

 貴重な御意見ありがとうございます。様々な形、今、例えば、イルミネーション的なお話も

含めてＰＲの御意見いただきましたけれども、いろいろやり方はあるんじゃないかなと思って

おりまして、例えば、直接関係ないかもしれない、今回サマーソニックと併せて夜、ドローン

のアートのようなものをやったりとか、様々な今、技術的にはやれることはございます。あと

は、いろいろと予算との相談にもなると思いますけれども、効果的な手法を検討しながら本番

に向けて進めてまいりたいというところでございます。 

 庁舎の建物の外観自体はちょっと私どもの意見は財政局のほうにお伝えしますけれども、例

えば今の１階の道路側のガラス張りのフロアに４資源のＰＲをさせていただいておったり、そ

ういった様々な市民の目に触れる部分はあると思いますので、そういったところで最大限ＰＲ

してまいりたいと考えておりますので、引き続き御指導いただければと思います。ありがとう

ございます。 

○委員長（前田健一郎君） 石川委員。 

○委員（石川 弘君） 以上です。ありがとうございました。 

○委員長（前田健一郎君） ほかにございますか。山崎委員。 
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○委員（山崎真彦君） 一問一答でお願いします。 

 ざっくばらんになんですけれども、これはそもそも論というか、ちょっと率直に思ったのが、

1126年に千葉開府したということで、最近いい国つくろう鎌倉幕府、頼朝のも、本当は1185年

だったとか、年号が実は違うというふうに変わるケースもまれにあると思うんですけれども、

仮にそういうのが発覚したというか、そういうふうになってしまった場合はどうなるのかちょ

っと聞きたいです。 

○委員長（前田健一郎君） 都市アイデンティティ推進課長。 

○都市アイデンティティ推進課長 都市アイデンティティ推進課です。 

 なかなか、仮にそうなったときというところなんですけれども、今現在、これまで800年、

それから850年と、これはあくまでも1126年を起点として記念事業を開催してきたというとこ

ろですので、まず基本はそこになるかなというふうには考えております。 

 ただ、新たな事実が出てきたときには、やはりそこで一応議論をすることにはなると思うん

ですけれども、一応そういう考えではおります。 

○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ありがとうございます。 

 そうなるとそのままいくということだと思うんですけれども、ここは何か提案というか、こ

れはしたほうがいいのかなというのが、千葉の千が1000じゃないですか。900から1000って区

切りもいいので、そういう900から1000みたいな、そういったＰＲの仕方もあるのかなという

のは個人的に感じまして、さっきの動画、ＰＲ動画もそういったものを入れたりとか、900年

とか数字をちょっと目立たせたほうがいいのかなというところはちょっと思いました。 

 最後に、ＰＲの動画の広告のプロモーションの方法、今後どういうふうに広げていくのかを

ちょっとお聞かせいただければと思います。 

○委員長（前田健一郎君） 都市アイデンティティ推進課長。 

○都市アイデンティティ推進課長 都市アイデンティティ推進課です。 

 まず、千葉の千ですけれども、これは既に御存じかとは思うんですけれども、千葉の市章が

月星紋、千葉一族の月星紋に千葉の千を重ね合わせてデザインをしているというところがあり

ますので、こういったことも含めて、これまでも私どもＰＲしてきましたので、そこをより市

民の皆様に御了解いただけるように、その辺は引き続きプロモーションはしていきたいという

ふうに思っております。 

 それから、ＰＲ動画、今年作りましたこの動画は８月の頭にできまして、まず一番最初は花

火大会のユーチューブ配信、その中でまず配信をさせていただいたと。それ以外では千葉駅と、

それから海浜幕張駅のデジタルサイネージ、それから大きなスクリーンですね、それからこの

新庁舎の下の大きなスクリーンでも流しておりますとおり、まずは既存のＰＲ動画というもの

をより多くのメディアで配信をする、調整をしてまず知っていただくと。その上で、これから

プロモーションも段階的にする必要があると思っておりまして、残念ながら今のところは開府

900年が、2026年に開府900年を迎えるということがまだそれほど浸透はしていないというとこ

ろがあるので、まずはそれを知っていただくためのプロモーション、それを今年度、来年度を

やりつつ、徐々に具体的な記念事業というものが見えてきたらそういったものに御参加いただ

く、またはそれぞれ皆さんに記念事業を主催していただけるような、そういった観点でのプロ
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モーションというふうな段階的なことを考えております。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） いろいろやっていただけるということなんですが、一応一つの案とし

て、ちょうど60秒で何かちょっとゲームの要素があるので、若者向けかなと思うんですけれど

も、例えば、ユーチューブで最後まで再生しないと課金されないような広告の形態もあると思

うので、多分60秒だと半分ぐらいしか見なくて実際課金されないみたいな、ゼロ円で広告でき

るみたいなやり方もあると思うので、そういうのもちょっと検討していただくと、より若者が

見るようなユーチューブとかで効果的なのかなというのを感じました。 

○委員長（前田健一郎君） 都市アイデンティティ推進課長。 

○都市アイデンティティ推進課長 都市アイデンティティ推進課です。 

 確かに課金のシステムですね。今おっしゃっていただいた、条件によっては無料でいけると

いうことも含めてユーチューブ、インスタグラム、そういった様々なメディアを活用を、これ

から引き続き検討はしていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ありがとうございました。以上です。 

○委員長（前田健一郎君） ほかにございませんか。中村委員。 

○委員（中村公江君） 一問一答でお願いします。 

 先ほどのＰＲ動画ですけれども、あれはどこに委託して、どのぐらいのお金がかかっている

のかというのをちょっとお聞かせください。 

○委員長（前田健一郎君） 都市アイデンティティ推進課長。 

○都市アイデンティティ推進課長 委託先は千葉テレビです。費用は150万円になります。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） それで、この間、鎌倉殿の13人ですか、大河ドラマで大分話題にはな

ったけれども、コロナもあって結局千葉市に人が来たのかとか、何かそのあたり、こういう取

組との兼ね合いで周りからのことと、あと、千葉市からの市民の感触というんですか、そのあ

たりはどういうふうに評価していますか。 

○委員長（前田健一郎君） 都市アイデンティティ推進課長。 

○都市アイデンティティ推進課長 都市アイデンティティ推進課です。 

 鎌倉殿の13人とコラボして、郷土博物館で特別展示をしたり、それからトークショーをやっ

たという実績がございます。例えば、郷土博物館ですけれども、コロナ前でも例年その特別展

を開催した同じ時期、同じ期間と比較すると、大体二千数百人ぐらいだったところが、およそ

倍は来ましたということですので、単純にこの人数のことでいきますと、やはり大河ドラマと

コラボした特別企画というのはそれだけの効果があったかなというふうには考えております。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 郷土博物館はこのところ力を入れて様々な企画もやっているので、こ

の大河だけではないのかなというふうな思いはしていますけれども、2,000人が4,000人で、も

ちろん倍にはなったけれども、それだけの効果というか、そこまでになっていたのかなと、そ
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の辺、市としてのかなり打ち出して言っているというところでの評価というんですか、これ、

どれぐらい機運として醸成されているというような状況なのか、無理に私はする必要はないな

と思っていますけれども、市民の感覚としてはどんな感じなのかということを何でどう捉えて

こういったことをやろうとしているのかと、そのあたりの意図とか、ちょっと確認だけお願い

します。 

○委員長（前田健一郎君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 ありがとうございます。 

 開府900年ということでそのドラマが行われたわけでは当然なく、ＮＨＫサイドであの主題

が取り上げられ、三谷幸喜さんのすごい脚本で非常に高視聴率を取った、その中に岡本信人さ

んの演じる千葉常胤が、13人ではないけれども入った、映ったというのが我々にとってはまず

は大きな意味でありました。 

 今、都市アイデンティティ推進課長が申し上げたとおり、特別展ですとかトークショーをや

らせていただいたわけですけれども、基本的にはあれが開府900年の市の事業としての機運醸

成というよりは、あの中で千葉氏が出たというのが一つのきっかけ、知るきっかけにはなった

という部分は結構あったんだろうと、それはひとえにあのドラマの高視聴率のおかげではない

かと思います。 

 今回、今年度から私どもが本部等を立ち上げてやるのはもう少し地に足のついたＰＲという

か、我々がしっかりとやっていくというところで、先ほどのＰＲ動画は時代劇にあまり関心の

ないような方々でも親しみを持っていただけるようなところをまずやってみようというところ

から始めさせていただきましたし、来年度は幅広く、100周年のときもやりましたけれども、

キャッチコピーとかロゴマークとか、そういうのをどんどん募集して、市民の方々にも投票し

ていただいて、その認知度を高めながら皆さんの共通のアイコンのようなものをつくっていき

たい、その中で本番に向けて充実させていきたいなというふうに思ってございます。 

 そういった意味では、大河は幸運なきっかけであったというような捉え方をしているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 今回、総務委員会でこういう年間で取り組むということはあるんです

けれども、市議会の位置づけというのは特にこの組織上では入ってはいないですよね。だから、

そこら辺は別に強制ではないということでの理解でよろしいですか。こちらの各個人にはそれ

ぞれなので、それぞれの意思というか、そこに何か強制されるようなことではないという理解

でよろしいですか。 

○委員長（前田健一郎君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 ありがとうございます。 

 基本的にはおっしゃいましたとおり、何か義務とか、そういうものが発生するものではない

と考えてございますが、やはり私ども当然、市議会の皆様方の御理解、御賛同をいただきなが

ら進めてまいりたいと考えておりますし、一緒にＰＲしていただければ大変ありがたいと、そ

のように感じているところでございますので、お力添えはぜひぜひと思っているところでござ

います。 
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 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） これに乗じた形か、その前からか、結局千葉神社の参道整備というん

ですかね、いわゆる中央公園、通町公園の整備とかも併せて時期的にちょうど重なっていたり

すると、何となくこちらとしては、これだけにとどまらず、いろんなＰＲになりかねないのか

なというふうな、ちょっとそういう危惧だけあるということだけ申し上げております。 

○委員長（前田健一郎君） ほかにございませんか。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 一問一答です。 

先ほど中村委員が質問していた制作費で、千葉テレビに150万円という話だったと思うんで

すけれども、ちょっと高くないかと思いまして、そこはどうなんですかね、今までもそのぐら

いでやられていたんですか。60秒の動画で150万円はちょっと高過ぎるかなと思うんですけれ

ども、いかがお考えでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 都市アイデンティティ推進課長。 

○都市アイデンティティ推進課長 都市アイデンティティ推進課です。 

 今回、150万円で千葉テレビさんに作っていただきましたと。何をもってこれが妥当かどう

かというところではあると思うんですけれども、実際出来上がった動画を多方面に、それこそ

先ほど申し上げましたところ以外にも様々な事業者さんの店舗内ですとか、それから社内等で

見ていただくために多方面に見ていただいてはいるんですけれども、そういった中での話とし

てはやはり同じようなお金の話になって、それぐらいでできたんですかといったような話もい

ただいております。 

 ですので、ちょっとここは金額だけを見るのではなくて、これからの効果を含めて、その辺

が妥当であったということは示していきたいなというふうに思っております。 

○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 制作費とＰＲ費、広告費ってまた別だと思うんですけれども、そこは

その効果があったかどうか広告費の検証に入るところだと思うので、制作費は制作費でそこは

別で考えたほうがいいと思うんですね。今後、60秒の動画以外にも別のパターンとかいろいろ

作るんだと思うんですけれども、そのときにも今の150万円をベースに作るとするとちょっと、

かなり予算かさむんじゃないかなと思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 都市アイデンティティ推進課長。 

○都市アイデンティティ推進課長 都市アイデンティティ推進課です。 

 今回一つ考えたのが、やはり若い世代にどのようにＰＲをするかと、どのような内容にすれ

ばそういった動画ができるのかということで、そういった条件でプロポーザルにかけて事業者

さんを募集した結果、かなり多くの事業者さんがプロポーザルに参加していただいたんですけ

れども、その中で一番いいと思われるものを選定して作っていただいたというところがござい

ますので、そこは最初の仕様のつくり込み、その仕様をつくるに当たってのその目的ですね。

どういったところにどういった効果を期待して、例えば動画でしたら作るのかと、そういった

場合にどれくらいの金額でプロポーザルをかけるのかというところは、今後作っていくことが

あるのであれば、そこら辺は十分に検討した上で事は進めていくということになります。 

○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 
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○委員（山崎真彦君） ありがとうございます。 

 今後、適正な価格はどのぐらいかというのを模索しなから、しっかりと費用対効果がよくな

るような、今回の動画もよかったと思うので、そこのいい動画とその予算、どのぐらい適正価

格でできるかというのをちゃんと考えた上で広告を進めていただければなと思います。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） ほかに発言がなければ、以上で千葉開府900年に向けた取組につ

いて終わります。 

 

千葉市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略について 

○委員長（前田健一郎君） 次に、千葉市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略に

ついて、当局の説明をお願いいたします。総合政策部長。 

○総合政策部長 引き続き総合政策部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。座っ

て説明をさせていただきます。 

 また画面のほうにも資料を映してございます。大きく資料としては２つ御用意してございま

す。資料２と書いてあります総合戦略に係る主な取組というところ、それと参考資料として、

この総合戦略に関わる指標ですね。基本目標ＫＰＩの一覧というものを事前に御準備申し上げ

ます。 

 本日は、時間の都合上、この資料２、主な取組のほうで御説明をさせていただければと考え

てございます。よろしくお願いいたします。 

 この地方創生の総合戦略ですが、平成28年度にこの戦略を策定いたしまして、２度の改定を

重ね、令和４年度がこの総合戦略の一旦の締めとなります。令和５年度以降は、新たな総合計

画と総合戦略を合体させておりますので、そちらで一体的に進行管理等を行っていくという状

況でございます。 

 それでは、順次御説明をさせていただきますが、この総合戦略というのが、この緑のバーで

白抜きの字であります重点戦略というのが７本ございます。その下に施策が（１）とか（２）

ということで幾つかぶら下がっておりまして、そこに昨年度行いました取組を抜粋して載せて

ございます。 

 例えば、１ページでＲ４新規というふうに施策名の脇に書いてありますのが昨年度新たに行

った取組ということになってございます。大変分量、多うございますので、かいつまんでの説

明になることを御容赦いただければと思います。 

 それでは、１ページから重点戦略１でございます。共創都市圏で果たす役割の追求というこ

とで、いわゆる広域連携的なお話でございます。施策（１）の１点目ですが、新たに加曽利貝

塚博物館と市原の歴博ですね。これが連携するということで今年の２月に協定を結びまして、

調査研究、保存活用の共同での推進を図ることとしたところでございます。引き続き市原市、

四街道市などと、その合同企業説明会ですとか企業のマッチングイベントなどを開催しており

ます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 続きまして、重点戦略の２つ目、産業振興、人材の育成についてでございます。施策の（１）

ですが、引き続き企業立地の促進、また、産業用地の整備の支援、食のブランド、千の活用に
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よりますプロモーションなどを行っております。 

 施策の（２）持続性の高い地域経済の構築でございますが、中小企業の人材育成のための研

修費の助成、また、３ページにお移りいただきまして、農業につきましては成長産業化という

ことで法人の立地の促進、あるいは新たに農業を承継する方々への経営発展の支援などを開始

してございます。 

 施策の（３）でございますが、こちらは様々な技術、産業資金をつなぐということで、創業

者支援に向けたセミナー等、４ページにいっていただきまして、中小企業の販路拡大の支援、

産学共同研究の促進、また、スタートアップにつきましても研修等の実施による支援などを行

ってございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 戦略２の施策の（４）、これはＭＩＣＥ、観光でございます。１点目として、ＭＩＣＥでは

引き続きハイブリッド型ＭＩＣＥですね。このリモートも組み合わせた形での開催の促進であ

りますとか、訪日外国人の受入れ、ナイトタイムエコノミー、あるいは新たに新規といたしま

して動物公園での魅力発信ということで、オンラインのコンテンツを新たにつくりましてユー

チューブ、あるいは有料コンテンツなどを流すということを始めたところでございます。 

 ６ページにまいります。 

 施策の（５）経済の人材育成でございますが、企業の人材採用力の向上支援ということでの

アドバイザーの派遣など、子供たちの育成ということで西千葉子ども起業塾の開催などを行っ

ております。 

 また、施策の（６）ダイバーシティ関係では新規が３つ並んでございますが、多文化共生推

進アクションプラン策定、窓口等での多言語対応タブレットの配置、あるいは女性活躍推進と

いうことで、そのアドバイザーの派遣セミナー開催などを行ったところでございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 続きまして、重点戦略の３、出産・子育ての関係でございます。施策の１、妊娠から子育て

までの支援ということで、新たに子ども家庭総合支援拠点というものを区単位で整備をいたし

ました。昨年度は中央区で、この順次、今後２か年で全区への設置を進めてまいりたいと考え

ております。 

 また、ヤングケアラーに関する関係機関職員の研修の実施、里親のサポーター、このヘルパ

ー等の派遣などを実施してございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 施策の（２）教育、保育につきましては、子どもルームの運営の中で、夏休み期間の拡大と

いう部分ですね。これを昨年度は３か所で新たに開催をいたしました。また、同じく新規でご

ざいますが、キッズゾーン、キッズガードということで、これは大津市でちょっと大きな事故

がございまして、これをきっかけといたしまして道路上のキッズゾーンとキッズガードという

ことで園庭外での見守りをする方々の配置などを行ってございます。 

 施策の（３）、これは引き続きこども参画を進めたところでございます。 

 では、９ページをお願いいたします。 

 重点戦略４、高齢者の関係でございます。施策の（１）は地域包括ケアシステムの関係でご

ざいまして、これも新規３つ並んでございますが、保健と介護予防の一体的な実施ということ
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でフレイル、足腰が弱まわる部分ですが、高齢者に対する保健指導等を進めるために医療専門

職の配置を行ってございます。 

 また、認知症対応力向上研修、医療従事者に対する研修を行っております。また、介護施設

等の大規模改修に関して、その新規整備を行った事業者に対して既存施設の修繕費の一部を助

成するという取組も新たに始めてございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 施策（２）健康づくりの関係でございます。こちらは引き続きウォーキングポイントの関係

ですとか、自動喫煙対策などを行ってございます。 

 また、施策の（３）アクティブシニアにつきましても、引き続き生涯現役応援センターの運

営や、ちばし地域づくり大学校におけます福祉リーダーを養成する講座を開講したところでご

ざいます。 

 続きまして、11ページをお願いいたします。 

 重点戦略の５、都市資源を活用し、ひととひとがつながるまちづくりでございます。施策の

（１）は都市のコンパクト化などでございまして、引き続き千葉都心などでのウォーカブルの

取組の推進、あるいは旧三越跡地の民間再開発の支援などを行ってございます。 

 12ページをお願いいたします。 

 施策（２）につきましては、これは道路ネットワークのお話でありまして、東京方面の新た

なインターチェンジ、こちらを昨年度新規事業化したところでございます。 

 施策の（３）幕張新都心関係でございますが、本年３月、新駅、幕張豊砂駅が開業いたしま

したほか、このまちづくり将来構想を策定いたしまして、まちづくりの機運醸成のためのＰＲ

動画作成、イベント実施などを行ってございます。 

 また、こちらも新規でございますがZOZOマリンスタジアム、かなり老朽化ということで、今

後の在り方検討に関する調査を実施したところでございます。 

 また、特区につきましても引き続き取組を進めてございます。 

 13ページをお願いいたします。 

 施策の（４）、こちらは改定によりまして新たに位置づきました気候変動リスクに対応した

サスティナブルなというところでございます。こちらも新規が並んでおりますが、脱炭素先行

地域の選定というところ、また、集合住宅向けのＥＶの充電設備の設置助成、省エネ最適化診

断に対する費用の助成、また、瓦屋根の台風診断、あるいは改修に対する助成などを新たに開

始したところでございます。 

 施策の（５）、感染症防止対策と社会・経済活動との両立というところでございますが、こ

のスマートシティの推進に絡みましては、スマートシティのサービスの実装の促進ということ

で民間の取組への補助、また、スマホ講座の開催などをしてございます。 

 14ページをお願いいたします。 

 続きまして、重点戦略６に移ります。 

 千葉市を知り、好きになる仕組みづくりということで、施策の１、都市アイデンティティの

確立でございますが、引き続き４資源の取組、また、加曽利貝塚につきましては、新博物館の

整備、運営に係る手続等を進めたところでございます。 

 また、これは昨年度の周年事業として実施したものでございますが、指定都市移行30周年と
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いうことで記念事業を実施したところでございます。 

 15ページをお願いいたします。 

 戦略６の（２）市民全員参加のまちづくりでございますが、引き続き市民シンクタンク、こ

の公募研究員によります研究と提言でございますが、これを引き続き、また、ちばレポにつき

ましても運用してございます。また、応急手当の普及啓発に関して、救命講習も積極的にお受

けいただいているというところでございます。 

 施策の（３）につきましては新規のところでございますが、動物公園のほうでオンラインチ

ケットシステムというのを新たに導入をしてございます。 

 最後の戦略、16ページになりますけれども、重点戦略７でございます。 

 既に終了はしたところでございますが、オリンピック・パラリンピックに関するそのレガシ

ーの発展というところでございまして、有形・無形のレガシーで、施策の（１）では国際交流

の推進に加えまして、ボランティア体制の構築、このチーム千葉ボランティアネットワークを

引き続き運営しているところでございます。 

 また、施策の（２）パラリンピックを通じた共生社会というところにつきましても、引き続

きパラスポーツの推進、御覧のとおり様々な取組を進めたところでございます。 

 大変駆け足で恐縮でございますが、説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（前田健一郎君） 御質疑等がありましたらお願いします。三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） これは総合政策局の独自の政策もありつつ、やはり他局との連携とい

うんですか、それが多分に含まれていて、千葉市の壮大なこの施策がこの部分を見て分かるか

なというふうに思うんですけれども、これは各局と一体となってこのメニューが選ばれたとい

うことでよろしいんですよね。 

○委員長（前田健一郎君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 ありがとうございます。 

 まず、その前提といたしましては、この総合戦略というのは、私どもはその取りまとめをし

ておりますが、千葉市全体としての戦略でございます。その中で、この戦略の平成28年度につ

くった当時の一番特色は重点戦略の１でありまして、初めて共創都市圏という広域連携の考え

方を打ち出したというところではないかと思ってございます。 

 これは、既にほかの地域では連携中枢都市圏ですとか、定住自立圏ですとか、いろいろな形

でその自治体の広域連携はあるわけですけれども、私どもそういう枠組みを今使っていない中

で、人口動態的に、あるいは経済的につながりの深い地域と連携をしながら共に栄えていくと

いうようなことを模索しようということで進めたところだと思っております。 

 そういった中で、そういう考え方にこの経済部局、子ども・子育て部局、あるいは高齢障害

部、教育委員会含めて様々な形で連携しながら取り組んでいただいているということだと思い

ます。ちょっと一つの例でございますけれども、そういったお答えとさせていただければと思

います。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。 

 まさに広域連携をしていかないと課題になっている政策が実現に向けてはなかなか時間がか
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かったり、あるいはまた、なかなか時間がかかるどころか実現できないというようなこともあ

ると思いますので、既に他の市との連携というものは、既にこの千葉市同様に盛り込まれてい

ると思ってよろしいかどうか、二重、三重に聞いちゃいますけれども、よろしくお願いします。 

○委員長（前田健一郎君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 ありがとうございます。 

 今ここの資料の１ページで出させていただいているものというのが、一番これまで歴史が長

いのは市原市、四街道市との３市連携ということで、例えば、保育所の共同設置ですとか、そ

ういったものから始めたところでございます。ちょっとその辺の既存の取組は既に書いてはい

ないんですけれども、そういうところともう少し幅広に、この３つ目に書いてあります茂原市

とか東金市とか、もう少し範囲を広げたところで何かできないかというのを毎年その各市とお

話合いをしながら、こういうことができたらいいんじゃないかということを見つけながら徐々

に進めているということで、基本的にはそれぞれ皆さんやはり地域特性によって課題も違うと

いうことで、総合的に何でもかんでも連携するということではないんですけれども、やれるこ

とをやれるときに柔軟にやっていこうという姿勢で、今後も取組を進めていきたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。 

 最後に、やっぱり広域連携のものをするためにも、やはりお金が絡んでくることでございま

すので、後々市民の皆さんにきちんと説明ができるような取組をどうぞ進めていっていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（前田健一郎君） ほかにございませんか。野本委員。 

○委員（野本信正君） いつもながらスマートに、何でも分かっているような説明をしていた

だいてありがとうございます。これだけ立派なものがあるんですけれども、どのくらい進んだ

のか、どこが問題なのか、今後どうしたらいいのかとかいうことは、これはやっぱりあれです

か、総合政策局がやるんですか、各所管とすり合わせてやるんですか。 

○委員長（前田健一郎君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 御質問ありがとうございます。 

 まず、この総合戦略の全体的な進行管理、あるいは効果検証というのは当然、総合政策局が

事務局となってやるわけでございます。そういった中で、その各事業の検証というのは基本的

には各所管でやりながら、私どもが全体的な方向性として、例えば、今７つの重点戦略がある

わけでございますが、その全体としてどうかというものはもう少し幅広な目で見ているという

ところがございます。それをこういう場で御意見を頂戴しながらということもありますし、あ

るいは有識者等で構成する審議会、こちらでも同様の御報告を申し上げ、様々な御意見をいた

だいてそれをフィードバックしているというところでございます。 

 何がうまくいっているかどうかということにつきましては、例えば、今その参考資料のほう

でこの指標をかなり数多くお示ししているんですが、特に重点戦略２の経済の部分、これは数

字として見えやすい部分なんですけれども、企業立地の件数でありますとか、新規企業の納税

額でありますとか、そういった経済的な指標は比較的好調に推移しているというところがござ
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います。この辺はしっかりとまず指標として成果が見えるところかなと思ってございます。 

 一方、その重点戦略の３の出産、子育てですとか高齢者福祉ですとかというのは、指標は比

較的その事業にひもづいた形では、数字は上向いているというところが見えるわけでございま

す。ただ、これはやはり当事者の皆様の声というものもよく聞きながら、実情を見ながら、不

断に改善しながら取組を進めていくべきとは思ってございます。 

 最後に、オリンピック・パラリンピックのところは、どうしても本番が無観客というような

こともございまして、なかなかそこのあるべき本番で想定どおりにいかなかったというのは残

念でございますが、ここは粘り強く今後も取組を続けていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 ちょっと長くなって申し訳ございません。以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 基本的には、基本計画、実施計画、各所管がそれぞれの計画を持って

おります。それをまとめた上でつくられたもののような感じがします。 

 そこで、やっぱりこういう総合戦略というものがあなた方のほうで実施されることによって、

全体の実施計画などの推進についてどういう貢献をされるというふうにお考えですか。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 こちらの総合戦略と今まで我々がずっと計画を策定してきた総合計画、体系的には非常に近

しい関係になってきますので、当然その総合戦略の取組を実施すれば総合計画の実現にも資す

るものというふうに考えております。 

 今回、総合戦略が最終年ということで、令和４年度が最終年になりましたので、令和５年度

以降は、総合計画のほうと総合戦略を統合した形で効果的に事業を進めていきたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 特に質問方法を言いませんでしたから、基本に沿って一括という形で、

もう一回だけの質問にさせていただきます。 

それで、結局我々は基本計画や実施計画を参考にしながら各所管の事業の推進を進めていく

ように議会としてもいろいろな発言もし、応援もしているわけであります。総合戦略がこうし

て事業年度を終わったところで、やはりその評価というものがある程度出されていく必要があ

るのかなと思うんですけれども、そのことについてどういうふうに評価をされているのか、さ

っきは全体的な説明はあったんですけれども、こういう点でかなり進んだ、こういう点は問題

点があったと、これは改善していかなきゃいけないというようなことの話があったかどうか、

ちょっと私はよく分からなかったのでそれと、それから、その都市間連携で市原市、四街道市

ということで、ここだけちょっとピックアップして質問いたしますけれども、やはり人口減少

社会の中で都市から都市へ流れる人口というようなものを考えたときに、千葉市から流出され

る人口の中で一番受け入れているのが四街道市ということで、そこと連携しているわけですよ

ね。ですから、連携の中で四街道市の優れた点などを学んで、それを取り入れていくというよ

うなことはなさったのかどうか。一言で言えば、子育て支援とかいろいろと優れた点があって、
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私ども、若葉区にいますと本当に四街道市と隣接していますから、千葉市の人が四街道市へど

んどん行っちゃって寂しいなと、こういうことについてもやっぱりこういう総合戦略を考えて

いる所管としても学んで、そして千葉市の施策に反映させていくというようなことも取り入れ

ていっているのかな、どうかなということをお聞きしてみたいなと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○委員長（前田健一郎君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 ありがとうございます。 

 まず、最初の点、その評価の部分でございます。今回、総合計画と総合戦略を統合したとい

うことを踏まえまして、その策定の過程の中でこの戦略の在り方、特に指標の部分につきまし

て見直しを図ったところ、また今後、令和５年度以降、新たな政策評価制度というのをまた検

討していく中で、これまでの総合戦略の取組についても課題等をよく見ながら、そういった新

たな制度に反映をしていきたいというふうに思っております。 

 ２点目の広域連携に絡む四街道市でございます。御指摘のとおり、人の流れはそういう部分

がございます中で、一方で隣接していてその生活圏、特に仕事と住まいという中では非常に結

びつきが強いところがございます。そういった中で、私どもとしてはその全体で見ていく部分

と四街道市の優れた施策というのは両面見ていかなければいけないと思ってございますので、

まさに今年度予算を頂戴しております人口減少抑制策検討の中で、四街道市はじめ県内、ある

いは首都圏政令市など、幅広に物を見ながら考えてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） もう質問は終わりますが、意見だけ述べさせていただきます。 

 四街道市には、私ども隣接しているとモノレール利用していただいたり様々な、千葉市に向

いている方たちがいっぱいいらっしゃるんですよね。それと、若松台なんていう不便なところ

は四街道市に買物に行く人がたくさんいたりして、今度は平和交通が買物バスを走らせてくれ

たりして大変四街道にはお世話になっていると、そういう関係があるんですね。そこはよく見

て行く必要があるのかなと。都市間の連携というのは、ですから形式的なものだけじゃなくて、

そういう日常生活の上でも随分連携して、お世話になっている面もあるし、千葉市がお世話し

ている面もあるなという感じはしております。その辺もよく一緒に話していこうじゃありませ

んか。 

 それから、委員長にお伺いしますけれども、委員長の特にお達しで今回、所管事務調査の中

に開府900年の問題を入れていただいて、それでこの開府900年を学ぶことになったんですけれ

ども、今後この総務委員会としてそれはどういうふうに発展させていって、総務委員会として

は主に何をやろうとしていくのか、今日初めてだったので、今後のことについて委員長のほう

からこれをやろうと言われた、その中身を御披露いただければ、もし今日じゃまずいと、もっ

と後にしてくれと言いうならそれでも結構です。 

○委員長（前田健一郎君） 野本委員にまた御報告させていただきます。 

 ほかに質疑はございませんか。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） これは総合戦略ということなんですけれども、個人的に総合戦略と言

えない部分があるのかなとちょっと思いまして、例えば、その重点戦略の一つ目で千葉共創都
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市圏とかあると思うんですけれども、例えば、交流人口の増加というのを基本目標にしている

と思うんですけれども、ここが例えば、人口を増やすとかじゃなくて、あえて交流人口に設定

したのはなぜでしょうか。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 もともとこちらの総合戦略というのが国のまち・ひと・しごと創生法というものに基づいて、

人が減っていく中で活力をいかに維持していくかということを目的にした戦略というのがまず

あります。今回、その重点戦略の中で共創都市圏という新たな概念を持ち出したんですけれど

も、これはもともと何かというと、千葉市単独でいろんな施策を打っても効果が薄れていたり

だとか、あとは、人の動きということで言うと行政界を当然超えていきますので、連携という

意味では交流人口で効果を図るとよいのではないかという考えの下に目標数値としてこちらを

取り上げた形でございます。 

 当然、人口減少に関しては、こちらに関しても抑制の施策というのは当然取り組んでいく必

要があると思っていますが、この重点戦略の共創都市圏という意味では、人の流れに着目をし

て目標を設定したというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ありがとうございます。 

 もともと少子化社会を想定した上で目標設定をつくったということだと思うんですけれども、

千葉市の場合は、この共創都市圏のほかの市原市とか、そういったころから千葉市に移住して

くる方の割合がかなり多いというデータがあると思うんですけれども、そういった方々がだか

らある意味コンパクトシティをちょっと千葉県全体で考えると、千葉市に共創都市圏の方々が

集まっていくみたいな、そういう戦略なのかなと思っていたので、ちょっと交流人口で測って

いるのがちょっと違和感があって、総合戦略と言うからには税金、人、物、金で言うところの

人を増やしたりとか、お金で言うと税金を増やすとか、そういったところに着目するのが大局

的なのかなと思ったので、人を増やす、少子化社会ですけれども千葉市は千葉県の代表、政令

市としてほかの共創都市圏の住んでいる方々を集める集約したコンパクトシティみたいな、そ

ういう考え方のほうが、総合戦略ということで言うと何かそっちのほうがいいのかなというか、

そういう考え方だったんじゃないかなと思ったんですけれども、そこら辺についてはいかがな

んですか。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 当然、人口を増やしていくという施策は必要ということは認識をしております。実際に市原

市から転入してくる方が多くて、先ほど野本委員がおっしゃりましたけれども、四街道市に転

出される方が多いというのも見えている。これに関して転入者を増やして転出者を抑制してい

くという施策は当然必要だとは思っているんですが、こちらの重点戦略の１というところでい

きますと、共創都市圏ということで千葉市だけに人が集まってくるということではなくて、周

辺の経済の受皿になっているということを着目した上での目標なり取組を掲載している項目に

なりますので、そういった意味で交流人口に着目したというところでございます。 
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 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） そうしましたら、その共創都市圏のほうは交流人口でも、それはそれ

でいいと思うんですけれども、総合戦略という中で人口問題とか税金の増収というのに触れな

いというのがちょっと、やっぱりここは一番大きなところ、そこはお金と人が集まってこそ町

も繁栄するというのがあると思うので、そこは入れないと総合戦略と言えないんじゃないかな

と個人的に思うので、そこを今後かなり重点項目の一つに加えるのはどうかなとか思ったんで

すけれども、その辺はいかがですか。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 今回、総合戦略の部分について説明させていただいたんですが、こちら、実を言うと総合戦

略って人口ビジョン総合戦略という形になっておりまして、今回は取組の部分、総合戦略の部

分を説明させていただいた形になっております。 

 当然人口に関しても、将来予測も含めて、そこに立脚した上で施策を考えていますので、あ

くまでもその重点戦略の共創都市圏に関しては交流人口に着目をしていますけれども、人口の

減少を踏まえた上での施策をいろいろ立案しているというところでは、人口ビジョン、総合戦

略含めて、人口減少に対する施策としてもいろんな取組を位置づけている、このような形にな

っております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ありがとうございます。 

 最後ちょっと意見なんですけれども、そういったことであれば、このままこのベースは保ち

つつ、どちらかというと少子化、教育の対策とか、重点項目の３とか４の高齢者とか、そこも

ある意味人口、少子高齢化社会みたいなところに入ってくると思うので、どちらかというとそ

この上の、今の総合戦略の上のベースの人口問題とか、税金、税収を増やすとか、もうちょっ

とちゃんと明確に戦略の戦略というか、戦略の上位概念みたいなのがちょっとないと、これだ

と単なる具体的な政策を、いっぱいあるんですけれども、それを並べているだけとはちょっと

言い過ぎですけれども、戦略と言うからにはもうちょっと人を増やすんだったら増やす、税金

を増やすんだったら増やすみたいな、そこをベースに考えたほうがより具体的な戦略というか、

具体案もより質が高くなると思うので、その辺のもうちょっと戦略を今後練っていただくのも

必要なのかなというのが自分の意見でした。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 幾つか指摘も含めてちょっと見解を伺いたんですけれども、例えば、

今回のもう一つの資料ですね。渡されたこの参考資料なんかを見たりすると、やっぱり例えば、

男女共同だとか、あと女性の活躍だとかいろいろ書いてあるんですが、例えば、男性が１週間

で育児に関わる時間とかというのが週に22時間とかというのが目標として掲げられていて、も

ちろん今、男性がなかなか残業も含めて厳しいような状況がある中で、何かこういう目標を立

てたぐらいがよしとするようなスタンスぐらいで、それ以外に６歳未満の世帯数というのがち
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ょっと増えたり、もしくは合計特殊出生率が統括と比べるともう少し是正をなんていうふうに

言っていて、子供を産み育てやすいような施策がなかなか全県の中でもちょっと遅れている中

でそういったことを目標として掲げても、そのための手立てをするような施策が果たしてちゃ

んとできているのかなというところが若干疑問が残るというのが一点あります。 

 それと、いわゆる利便性の高いエリアに居住するとかというのが12ページか何かに出ていて、

要はその立地適正化を進めるというんですか、結局、交通の便のいいところにどんどん人口を

集中しましょうよということでの目標を立てているというような、誘導しているというような

形になっていくと、要はその立地適正化の具体化という形でのこういう計画を出しているのか

な、単に効果的に、効率的にということでのまちづくりの在り方というふうにちょっと見て取

れるような気がしてなりません。 

 それと、女性の活躍とかといっても、実際に研修だけでどうなのかとか、あと、市民参加と

いっても、どちらかと言うと市に都合がいいように市民が声を上げるという程度のスタンスで、

本当の意味での住民自治を高めるというような中身というふうにまでちょっとなり切れていな

いのかなというところも若干気になるところで、全部が全部あげつらうような状況ではないん

ですけれども、今本当にこちらが地域に出ていて感じているのは、子育てには経済的な負担の

軽減がなかなか厳しいとか、高齢化が進めば進むほど情報の格差の中で、スマホの研修はして

いたにしても、そこに行かれる人と、そこにも行かれないようなかなり幅広い格差を是正する

ような手立てももうちょっとしていかないと、なかなか底上げも含めた、でき切れないのかな

というような思いもしています。 

 だから、そういう点では、非常に情報を得られる人はどんどん進んでいくけれども、そうで

ない人は取り残されてしまうのかなというところが、こうした政策の中でも若干懸念するとこ

ろだなというふうな所感を思ったんですけれども、何か御意見や今後の方向性であればお示し

ください。 

 以上です。 

○委員長（前田健一郎君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 御意見、御指摘をありがとうございます。 

 この総合戦略の中でこういう指標を設定いたしまして取り組んできたところでございますが、

やはりこの中でその指標で見えるところ、見えないところ、あるいはその指標とその施策の直

結性というんでしょうか、そういうところはなかなか我々もやりながら難しいところがござい

ます。 

 先ほど御指摘いただいた出生率ですとか、そういうものと施策がどこまで直結するかという

のは、これは正直こういうここまでやったらそういうふうに上がるという確証があるわけでは

ございませんが、そういう方向に向かって取り組んでいくということで、我々としては最大限

積極的に取り組んでいるという認識でおりますが、足りない点は不断に改善していくというこ

としかないと思っております。 

 一方で、市民参加につきましては、これは全ての人の声を一人一人全部聞けるわけではござ

いますが、かなり従前に比べますと多様なメニューを用意しながら多角的に進めてきたと思っ

ておりますし、この令和５年度からの取組につきましても、基本計画に基づきまして区役所で

の在り方をどうしていくかというところから始まって、様々な取組を今後も進めていきたいと
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考えてございます。 

 ちょっと指標の問題と、あと、全ての市民に届くかというところ、また２つの論点あったか

と思いますが、それぞれ現状を踏まえながら、地道かもしれませんが取組を進めてまいりたい

と考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 市民に依拠していろいろお願いすることも大事なんですけれども、や

っぱり住民自治をもっと高めるような関わりをすることでかなりいろんな意味で力を発揮して

いただけることもたくさんあると思うので、もうちょっと住民自治のところは関係する部局と

も連携しながら、ぜひ実体のあるまちづくりを進めていければかなというふうに思います。 

 合計特殊出生率の件では、今どこの自治体ってちょっと失念したんですけれども、たしか岡

山のほうの町レベルでも、やはり子育て支援の経済的負担の軽減の施策とその支援体制を充実

したことで合計特殊出生率が３近くまで上がっているという自治体が、奈義町かな、何かそう

いうところであったりとか、明石市もそうですけれども、かなり上がっているんですね。だか

ら、それが結果で出しているというような状況が幾つも見受けられるので、千葉市が今のまま

でただいってしまったら、残念ながら本当にこの合計特殊出生率は上がらないかなというふう

な思いもしていますので、そのあたりもぜひ真剣に検討していただきたいということを申し上

げて終わります。 

○委員長（前田健一郎君） ほかにございませんか。青山委員。 

○委員（青山雅紀君） これを拝見させていただきまして令和４年度新規の事業につきまして

は様々掲載もされているんですけれども、この令和５年度の取組というか、事業もあるかと思

いますけれども、いかがでしょうか。掲載されていませんけれども、ありますよね。確認させ

てください。 

○委員長（前田健一郎君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 こちら、今回はあくまでも総合戦略、統合する前の計画ということでお話しさせていただい

ておりますが、令和５年度から新しい実施計画の下で取組を進めているところでございます。

当然新規事業もありますが、こちらについてもまた定期的にというか、来年度実績についても

報告をさせていただければというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） 理解できました。ありがとうございます。 

○委員長（前田健一郎君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（前田健一郎君） ほかに御発言がなければ、以上で千葉市まち・ひと・しごと創生

人口ビジョン・総合戦略についてを終わります。 

 以上で、所管事務調査を終わります。説明員の方は御退室願います。総合政策局の皆様、お

疲れさまでございました。 

［総合政策局退室］ 
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○委員長（前田健一郎君） 最後に、委員の皆様にお知らせいたします。 

 10月24日から26日に予定しております委員会視察の視察先につきましては、正副委員長にて

調整の結果、山口県宇部市、福岡県筑紫野市及び春日市の３市となりました。 

 視察項目ですが、今回視察先である３市はいずれも昨年または一昨年に市政周年を迎えられ、

周年記念事業を実施しております。そこで、今期の年間調査テーマでもあり、先ほど所管事務

調査をいたしました千葉開府900年に向けた取組の中心となる記念事業の推進体制等につきま

して参考とするため、各市の状況について視察いたします。 

 このほか、宇部市において、デジタル市役所推進基本計画について、春日市において、春日

新50年プランによる次の50年の都市づくりについても視察いたします。 

 なお、行程表等につきましては、後日改めて委員の皆様にお知らせいたしますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上をもちまして、総務委員会を終了いたします。お疲れさまでございました。 

 

午後２時28分散会 


